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第118条

第2款　董事会および監事会

Sous－section　II．一Directoire　et　conseil　de　survei11ance

　〔前註〕

　　1．立法の経過　　董事会および監事会の制度は原案には存しなかったもの

であるが，Ren6Capitant民とLeDouarec氏との提案に基づいて採択され，会

社法第118条ないし第150条において規定されるに至ったものである。

　提案者の意図は次の3項目に要約される。

　（1）この制度を採用することによって，企業構造が改善され，国内市場はもと

より国際市場においても，競争を促進することが可能になる。

　（2）西ドイツの会社法に存するこの種の制度を採り入れることによって，ヨー

・ッパ法の統一に向って前進するきっかけをつくることになる。

　（3）董事会の構成員は株主たることを要しないから，従業員中の幹部級の人を

董事会に送りこむことにより，労働の名において業務執行をコント・一ルすること

が可能になるから，株主の中から構成員を選任する監事会が資本の名において業務

執行をコソト官一ルするのと相倹って，監督機構を現在の状態よりも明確なものと

し，企業の進歩を容易にすることができる。

　提案は会社法第112条の1から同条の28までとして条文化すること，この制度

をすべての株式会社に適用すべきこと，西ドイツのVorstandにあたるものは

Comit6de　directionとし，Aufsichtsratにあたるものはconseil　de　surveillance

としていた。

　両院での審議の結果，この制度をすべての株式会社に適用することは尚早であ

るとして，採否は各会社の自由とされ，comit6de　directionという用語について
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は，Dailly氏からconseil　de　diretionという用語とすべぎ旨の提案があったが，

Foyer氏の提案になるdirecto玉reという語が結局採択された。上院においてかな

り強い反対があったけれども，この制度を採用することによって政府原案の内容が

豊かになること，一括廃案とせず，これを採用して建設的な立法とすべきであると

いうFoyer氏の指導的な意見のおかげで，Capitant氏等の熱意は報いられたので

あった。

　　　2．制度の概観　　この制度を採用する株式会社の必要的機関は，次の4つ

になる。（1）株主総会，（2〉董事会，（3）監事会，（4）会計監査役。董事会は取締

役会にあたり，監事会は業務監査役会とでもいうべぎものにあたる。この種の株式

会社を新型の会社または法第118条の会社といい，従来の会社を旧型の会社または

法第89条の会社と呼んでいる（1）圭dier，1，P・490et＄）。

　　董事会の構成員は5人以内とし，監事会がこれを選任する。社長もこの5人の

なかから監事会が決める。この点で旧型と著しく趣を異にする。旧型では法人取締

役が認められるのに反して，新型では，・自然人のみボ構成員となりうる。構成員は

株主たることを要しないから，従業員からも選任しうる。構成員の任期は4年，そ

の報酬も監事会が決める。構成員の解任は株主総会の権限に属するが，その提案権

を有するのは監事会である。

　　監事会の構成員は3人以上12人以内とし，株主総会において株主のなかから選

任する。法人も構成員となりうる。任期は6年，報酬は株主総会が決める。監事会

の任務は，董事会による業務執行を監督することにあり，会計に関する監督は別の

機関である会計監査役が行なう。

　　　3．新型の評価　　新型の株式会社には，次のような長所があるとされてい

る。

　　（1）董事会の構成員は2社しか兼任しえず，各構成員は対等の立場で会議体を

構成し，代理人を出席させることが許されないから，業務執行の能率がよい。

　　（2）監事会は，定款所定の取引について事前の認許権を有するほか，広い範囲

の検査権や報告を受ける権限を有し，旧型の取締役会による監督よりも効果的に業

務執行を監督することができる。新設合併の場合には消滅した各社から監事会構成
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員を選んで合同で監督することができる（H．Lecompte，：La　soci6t6anonyme

avec　directoire，R。D。C．1968，n。2ンp．243et　s。）o

　　（3）業務執行とそれに対する監督とを分離したこと。旧型による株式会社にお

いては，取締役は取締役会のメソパーとして，業務執行の決定に参加し，かつ，業

務執行を監督する地位におかれるが，これは現実とかけはなれた制度である。

　　（4）旧型を採用している株式会社においては，社長は取締役会によっていつで

も解任される地位におかれているけれども（法110条3項），新型を採用している

会社の社長は，株主総会でなければこれを解任することがでぎないし，正当な理由

がないのに解任した場合には，これによって生じた損害を賠償しなければならない

（法121条1項）。
、

　　（5）旧型では社長だけに会社代表権があたえられているが（法113条1項），

新型では社長だけではなく，定款によって，社長以外の董事会構成員にも会社代表

権をあたえることができるから（法126条2項），企業経営上の要請に応えやすい。

　　（6）旧型の会社の取締役は，法令定款に違反したり，業務執行に関して過失が

あったとき，連帯責任を負うが（法244条1項），新型の会社の監事会構成員は業

務執行には関与しないから，この種の責任を問われなくてすむ。このことが監事会

に人を集めやすくする（Mercadal　et　a1りP。458）。

　　しかし，短所もないことはない。次の諸点がそれである。

　　（1）監事会が信頼しうる人を董事会に送りこんで，大切な業務監督を怠るとき

には，会社経営の実権は董事会の手中に帰してしまい，下手をすると董事会は他会

社または銀行の利益をはかる機関に成り下ってしまらおそれがある。

　　（2）監事会が強くて会社の実権を握り，董事会を意のままに動かすようだと，

新型制度の形式化が生じる（Mercadal　et　a1・，P。461）。

　　　4．実施状況　　新型は短所よりも長所の方が多く，勝れているとの評価が

多いけれども，新型を採用した会社の数は多くない。たとえぼ，1970年に設立され

た株式会社2，565社中，i新型株式会社は76社であるにすぎない（H6mard　et　a1・・

Annexe）。提案者の意気込みがはげしかったため，経営者等が経験ずみの旧型をす

てて新方式を採り入れることをためらい，動こうとしなかったのだという。実状は
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そうであっても，外国会社がフランスに子会社を設立する際に，新型方式を採るこ

とも考えられるほか，新型方式だけを採用しているヨー巨ッパ会社法の草案がその

まま法律化された場合には，今の状況は相当変化するものと想定される（MercadaI

et　a1・，p・461）。現状はなお流動的であるから，EC諸国の今後の動ぎを見まもる

ほカ・はない。

法第1侶条〔新型式の採用・廃止〕

　①株式会社は，定款をもって，会社が本款の規定の適用をうける旨を

定めることができる。この場合には，会社は，第89条ないし第117条の

規定を除き，株式会社に適用されるすべての規定の適用をうける。

　②会社は，その存続中に，前項の定めを定款に設け，またはその定め

を廃止することができる。

　Loi　Art．118．一11peut　etre　stipu16　par　les　statuts　de　toute

soci6t6anonyme　que　celle－ci　est　r6gie　par　les　dispositions　de　la

pr6sente　sous－section．　Dans　ce　cas，1a　soci6t6reste　soumise註

1’ensemble　des　rεgles　applicables　aux　soci6t6s　anonymes，a1’exclu・

sion　de　celles　pr6vues　aux　articles89a117．

　L’intro（iuction　dans　les　statuts　（1e　cette　stipulation，　ou　sa

supPressionヲpeut　etre　d6ci（i6e　au　cours（ie1，existence（1e　la　soci6t6．

　〔解　説〕

　　　L　選択の自由　　株式会社が旧型を採用するか新型を採用するかは全く自

由である。会社法が施行された1967年4月1目以後に設立される株式会社は原始定

款により，会社法施行前から存在する株式会社は定款変更の手続を経て（法153条），

新型の方式を採用することができる。新型を採用した後，定款を変更して旧型を採

用することもできる（Gide砒aL，1，P．142）。
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　　新旧いずれかの制度を一括して採用することが必要であって，新旧両制度の1

部ずつを組合せたコンビネーション方式は許されないから，取締役会（旧型）と監

事会（新型）とをコンビにしたり，旧型の社長の代わりに新型の董事会を設けて．

これを取締役会（旧型）とを組合わせること等は認められない（Mercadal　et　a1．，

P．458）。

　　　2。商号との関係　　新型を採用した会社の商号には，《会社法第118条な

いし第150条の適用ある会社》という語句を用いて会社の形態を表示しなくてはな

らない（法70条，令56条2項）。

法第119条〔董事会の構成〕

　①株式会社は，5人以内の構成員からなる董事会がこれを統理する。

　②（1967年7月12日法律第67－559号により改正）《資本金が25万フラ

ン未満の株式会社においては，董事会の職務を1人で行なうことができ

る。》

　③董事会は監事会の監督のもとにその職務を行なうものとする。

　：Loi　Art．119．一：La　soci6t6anonyme　est　dirig6e　par　un　directoire

compos6de　cinq　membres＆u　plus．

　（L　no67－559du121ui11．1967．）《Dαns　les　soci6t6s　anonymes

dont　le　capital　est　inf6rieur　a250000F，1es　fonctions　d6volues　au

directoire　peuvent　etre　exerc6es　par　une　seule　personne。》

　Le　directoire　exerce　ses　fonctions　sous　le　contr61e　d’un　conseil

de　surveillance．

令第96条〔董事会構成員の入数〕

　董事会の構成員の人数は，定款においてこれを定める。定款にその定めがない

ときは，監事会がこれを定める。
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　D6c．Art．96．一Le　nombre　des　membres　du　directoire　est丘x6par　les

statuts　ou，査d6faut，par　le　conseil　de　surveillance．

　〔解　説〕

　　　1．董事会構成員という用語の由来　　directoireを董事会と邦訳する理由

については巻頭9頁で明かにしておいたから，ここでは省略するが，その構成員

（membres　du　directoire）という用語の由来については若干の説明が要る。元来，

会社の経営者を表現する語としては，重役，取締役，役員等の語が常用されるので

あって，目本語としても，何某は重役だとは言っても，何某は重役会の構成員だと

は絶対に言わない。フランスにおいても，下院に本法案がかかっていたときには，

directeurs　g6n6rauxという語が用いられていた。構成員（mefnbres）という語は

上院で決定したものであるが，上院はなぜこの語を選んだのかというと，新型株式

会社の董事会は，当該企業内の従業員出身の幹部（cadres，technocrates　dyentre－

prise）だけではなく，企業外の人をも加えて，これを構成すべきものであるという

意見に一致したからである（Trouillat，p。339；Hamiaut，II，p．100）。新型の株

式会社においては，業務執行（direction）と業務執行の監督（contrδ1e）とがはっ

きりと分離しているので，董事会は目本式な表現をすれば，代表取締役だけで構成

されるものであり，それを監督する機関は，取締役会ではなくて，全く別箇の機関

である監事会であるから，董事会は，旧型会社の取締役会の如く月に1回とか2月

に1回開くとかいうような会議体ではなく，毎目または2日毎に開いて，活き活き

とした行動をとる必要があり．そのためには，各構成員が対等の地位におかれ，対

等の責任を負って，対等の職務を執るところの会議体（organe　co116gia1）でなけ

れぼならず，したがって，その構成員は，名前だけの重役（directeurs　in　partibus）

ではなくて，本当の経営者（v6ritables　directeurs）でなくてはならない。旧型の

株式会社の取締役は取締役会における業務執行の決定（administration）には参加

するけれども，主導的立場における業務執行（direction）には全く関与しない。し

たカミって，董事会の構成員をdirecteurs96n6rauxという語で表現するときは，

旧型会社の平取締役（administrateurs　in　partibus）と同じものかというイメージ
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をあたえることになって，董事会の性格を誤解させるおそれがある（Hamiaut・II，

P．100）。

　　　2．構成員の人数　　2人以上5人以内である。この範囲内で定款で規定す

る。定款で定めてなければ，監事会が構成員を選任するときに定める（令96条）。

資本金が25万フラン未満の株式会社については例外があって，董事会の職務を行な

う者は1人でよい。旧型株式会社においては，資本金50万フラン未満の場合，副社

長（directeurs96n6raux）1ま1人でよいから（法115条），均衡を失するうらみが

ある（Trouillat，P．340）。

　　　3．董事会に対する監督　　監事会が董事会の職務の執行を監督するための

機関である（法119条3項）。業務執行機関たる董事会とその業務執行を監督する

機関たる監事会とが，完全に分離している点に新型による株式会社の機関構成上の

最大の特色がある。

法第120条〔構成員の選任〕

　①董事会の構成員は，監事会がこれを選任する。監事会は構成員の1

人を社長にあてる。

　②董事会の職務を1人が行なう場合には，これを単独董事という。

　③董事会の構成員または単独董事は自然人であることを要し，これに

反する選任は無効とする。この構成員または単独董事は株主であること

を要しない。

　：Loi　Art．120．一Les　membres　du　directoire　sont　nomm6s　par　le

conseil　de　surveillance　qui　confさre　a　1，un　（i，eux　la　qualit6　de

pr6si（1ent．

　Lors（lu’une　seule　personne　exerce　les　fonctions　d6volues　au

directoire，elle　prend　le　titre　de　directeur　g6n6ral　unique．

　A　peine　de　nullit6de　la　nomination∫1es　membres　du　directoire
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ou　le　directeur　g6n6ral　uni（lue　sont　des　personnes　physiques．　11s

peuvent　etre　choisis　en（iehors　des　actionnaires。

　〔解　説〕

　　　1．資格　　構成員に選ばれる資格については，自然人たることを要する以

外には，特別の要件はなく，妻は夫と共に，または，夫が監事会の構成員となって

いる会社の董事会構成員にも選ぽれることがでぎる。親権を解除された未成年者

（m量neur6mancip6）は，18歳に達していれぽ商業を営むことができるから（仏商

2条），構成員たりうる。外国人でもよいが，外国人が代表権のある構成員となる

には，外国人商人証明書（carte　de　commergant6tranger）を有することが条件

になる（Mercadal　et　a1．，p。430）。前科がある者や破産者は資格がない（ibid・，P・

430，431）。法人も除外される（法120条3項）。

　　監事会の構成員には資格株が必要であるが（法130条），董事会の構成員たる

ためには，株主たることを要しない（法120条3項）。従業員や外部から広く人材

を集めようとする前提があるからである。

　　　2．両立しない地位　　董事会の構成員たる地位と，監事会構成員たる地位

とは両立しえない（法133条）。したがって，監事会の構成員が董事会の構成員に

選ばれ，就任を承諾したときは，監事会構成員たる地位を当然失なう（令98条）。

董事会構成員と会計監査役とも両立しない（法220条3号）。したがって，株主総

会（法223条1項）は，董事会の構成員から会計監査役を選任することはでぎな

い0

　　　3．社長と単独董事　　監事会が構成員の1人を社長（pr6sident）に選ぶ

（法120条1項）。監事会の議長は互選（cooptation）で選出されるが（法138条

1項），社長にっいては互選は行なわれない。その理由を説明している文献は見当

らぬが，監事会は董事会を監督する機関であるから，その見識で構成員を，そして

社長を選任するのは当然のことと考えられているようである。

　　単独董事（directeur96n6ral　unique）は資本金25万フラン未満の株式会社に

おいて，董事会の職務を行なう（法119条2項）。これまた株式会社の機関の一つ
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であり，単なる商業使用人ではないから，単独総支配人と邦訳するのは正しくな

い。directeur　uniqueにg6n6ralという字を付加したのは上院であって，これに

よって．単独董事が第三者に対して会社を代表する権限を有するものであることが

明示されるとしている（Trouillat，P．340）。

　　　4．公示　　監事会によって選任された董事会構成員の氏名，住所は法定公

報に掲載してこれを公示し，商業登記簿に登記し，かっ，商事公報にも掲載してこ

れを公示しなければならない。（1）法定公報による公示（令285条1項～3項）。

（2）商業登記簿への登記　申請は社長の名で行なわれ，申請書には，董事会構成員

の氏名住所を記載し（1968年1月2目命令第68－26号により改正された商業登記簿

に関する1967年3月23日命令第67－237号11条1項，2項8号），かつ，選任を証す

る書面を2通添付することを要する（同令55条2項2号）。（3）商事公報による公

示　商事裁判所書記は，登記の日から1週間以内に，董事会構成員の氏名住所その

他の事項を記載した通知を商事公報に掲載するため発送しなければならない（同令

13条A項10号）。

　　公示した場合と公示しなかった場合との効果については，法8条を参照された

いo

法第120－1条〔董事会構成員および単独董事の年令制限〕

　（1970年12月31日法律第70－1284号により追加）①定款には，董事会

構成員または単独董事の職務の遂行に関し，年令の制限を定めなければ

ならない。明文の規定がないときは，制限年令を65才とする。

　②前項の規定に違反する選任は，これを無効とする。

　③董事会構成員または単独董事が制限年令に達したときは，当然辞任

したものとみなす。

Loi　Art．120－1．一（L．n。70－1284du31d6c。1970．）　Les　statuts
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doivent　pr6voir　pour1’exercice　des　fonctions　de　membre　du

directoire　ou　de　directeur　g6n6ral　unique　me　limite　d’age　qui，a

d6faut（i’une　disposition　exPresse，est　fix6e　a　soixante－cinq　ans’

　Toute　nomination　intervenue　en　violation　des　dispositions　pr6vues

a1’alin6＆pr6c6dent　est　nulle．

　Lors（lu，un　membre　du（1irectoire　ou　le（1irecteur　g6n6ral　unique

atteint　la　limite　d，age，il　est　r6put6d6missiomaire　d’o伍ce．

　〔解　説〕

　　1970年12月31目の法律によって年令制限が定められたのは，旧型株式会社の取

締役（法90－1条），同じく副社長（法115－1条），新型株式会社の董事会構成員

および単独董事（法120一一1条〉，同じく監事会構成員（法129－1条）・株式合資会

社の業務執行社員（法252－1条），同じく業務監査役会の構成員（法253－1条）

である。

　　以上の各条は，定款において年令制限の定めをしなければならないと規定して

：おり，この規定の実施期目は，1972年10月1目であるから（1970年12月31日法8－

1条），施行前から存在する新型の株式会社においては，定款の改正が必要になる。

もっとも，定款の改正をしなくても，法第6条の適法性を欠くことにはならないで

（H6mard　et　a1，，P．761），本条により65才をもって制限年令とすることになるだ

けである。

　　構成員と社長との間に制限年令の差異はない。したがって，社長が制限年令に

達したときは，当然辞任したものとみなされるから，監事会は，2月以内に補充を

行なわなけれぽならない（令97条1項）。

　　定款をもって65才よりも延長した年令制限を設けることは，せっかく設けた定

年制を有名無実のものとするから，その当否に疑問を抱く学者もある（H6mard　et

a1．，ibid．，p．838）o
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法第121条〔解　任〕

　①董事会の構成員は，監事会の提案にもとづいて，総会においてこれ

を解任することができる。正当な理由がないのに解任が決議された場合に

は，これによって生じた損害を賠償しなければならない。

　②董事会の構成員が会社と労働契約を結んでいた場合には，董事会の

構成員としての職務を解任したときでも，解任は労働契約を解約する効

力を生じない。

　Loi　Art．121．一Les　membres　du　directoire　peuvent6tre　r6voqu6s

par1’assemb16e　g6n6rale，sur　proposition　du　conseil　de　surveinance．

Si　la　r6voc＆tion　est　d6cid6e　sans　juste　motif，elle　peut　domer　lieu

a　dOmmageS－int6retS。

　Au　cas　oむ1’int6ress6aurait　conclu　avec　la　soci6t6un　contrat

de　travai1，1a　r6vocation　de　ses　fonctions　de　membre　du　directoire

n’a　pas　pour　effet　de　r6silier　ce　contrat．

　〔解　説〕

　　　1．解任の手続　　監事会単独で，または総会単独で，董事会の構成員を解

任することは認められないで，監事会に提案権があり，総会はこの提案があったと

きに，解任の当否を議決するのである。監事会に選任権があるのだから，方式平行

論（para1161ismedesformes）からすれば，監事会に解任権を認めるのが筋で，原

案はそれを認めているが，そうなると，董事会は監事会の道具になってしまい独立

性を喪失して了うので．両院協議の結果，本条に決った（Hamiaut，II，P・102）。

　　総会が監事会と意見を異にするときは，解任案は否決されるであろうから，監

事会としては，任期の満了をまつほかない。ただし，そうすることによって会社の

利益が脅かされる場合には，裁判上の解任を請求しうると解する説がある（Vuille－

rmet，p．432）。有限会社の業務執行者の解任に関しては，法第55条第2項に同趣旨

の規定がある。
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　　全員を同時に解任しうるか否か疑問もあるが，これを肯定する説がある（Rich・

ard，p・107）。総会の解任決議の直後に監事会が補充しうるからであろう（令97条

1項）。

　　社長をその地位から退かせて，単なる構成員として在職させるのは，解任では

ないから，総会に提案する必要はなく，監事会単独でなしうる　（Mercadal　et　aL，

P．436）。

　　　2．不当な解任による損害の賠償　　本条第1項後段は，正当な理由がない

のに解任したとぎは，これより構成員が受けた損害を会社が賠償すべきことを定め

ている。総会が監事会と董事会との間に入って仲介の役（r61e　d’arbitre）をっと

めても，このような事態が起りうることが前提になっている。旧型の株式会社にお

いては，総会はいつでも取締役を解任することができ，正当理由の有無を問わねの

に対して（法90条2項），本条が正当な理由あることを要求したのは，董事会構成

員の地位の安全をはかるためである（Hamiaut，II，102）。正当な理由とは，職務の

放棄，会社財産の横領，会社との競業（concurrence　d610yale），その他民事また

は刑事上の責任を追及されるよう癒事実の存することで，終局的には裁判所の判断

で決められるものである（Mercadal　et　aL，P．258）。

　　　3．解任と労働契約　　董事会の構成員は株主たることを要しないから（法

120条3項），幹部社員から選ばれる人もあり，その構成員がたとえ解任されても，

労働契約の効力は存続する（本条2項）。旧型会社の取締役の場合は，2年以上前

から労働契約が続いていることを条件として，使用人と取締役との兼務が許される

のであるが（法93条1項），新型の株式会社の董事会構成員については，このよう

な制限はないから，解任直前に労働契約を結んでいた場合であっても本条の適用が

あるものと解されるが，その労働契約が名目だけのものでなく，実際の労務と対応

するものでなければなるまい（Richard，P・107）。

法第122条〔任　期〕

　董事会の構成員の任期は4年とする。構成員に欠員が生じたときは，
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董事会の改選までの残存期間について，これに代わるべき者を選任しな

ければならない。

　Loi　Art．122。一Le　directoire　est　nomm6pour　une　dur6e　de　quatre

ans。En　cas　de　vacance，1e　remplagant　est　nomm6pour　le　temps

qui　reste　a　courir　jusquシau　renouvellement　du　directoire．

令第97条〔構成員の補充〕

　①董事会の構成員に欠員が生じたときは，監事会は，2ヵ月以内にこれを補充

し1なければならない。

　②前項による補充がなされないときは，利害関係人は商事裁判所長に対して，

即決手続により仮りに構成員を選任すべきことを申立てることができる。監事会

は，何時でも，この手続によって選任された者を変更することができる。

　D6c。Art．97．一Si　un　siらge　de　membre　du　directoire　est　vacant，1e

conseil　de　surveillance　doit　le　pourvoir　dans　Ie　d61ai　de　deux　mois．

　Ad6faut，toutint6ress6peutdeman（ieraupr6sidentdutribunalde
commerce，statuant　en　r6f6τ6，de　proc6der　a　cette　nomination，ゑtitre

provisoire．La　personne　ainsi　nomm6e　peut，きtout　moment，δtre　remplac6e

par　Ie　conseil　de　surveillance．

　〔解　説〕

　　　1．任期　　任期は4年制（dur6e　de　mandat　quadrienna1）を採る。旧型

を採る株式会社の取締役の任期は，総会で選任された場合は6年，資本を公募しな

い株式会社の最初の取締役は定款で定められ，その任期は3年であるのと対比され

る（法90条1項）。本条は強行規定（texte　imp6ratif）であるから，定款をもって，

または監事会の決議によって，これを伸長しもしくは短縮することはできない

（Mercadal　et　a1．，P．434）。4年の計算は満年で目から日（de　quantiさme　en
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quantiさme）の計算であるが，起算目に関しては法令に何等の定めもないので，若

干問題がある。選任の目とするのは対外的には不明確であるから，商業登記簿に登

記された目を起算目とすべきであろう（Mercadal　et　a1．，P。434）。選任後登記ま

での間は，設立の際も改選の際も，事実上の業務執行者（dirigeants　de　fait）一が

あるにすぎない。登記後，商事公報で公示された日から15日以内は，董事会構成員

の選任または改選の事実を知ることが不可能であった者に対しては，その事実を対

抗することがでぎない（法4条1項）。

　　　2．再任　　定款に禁止規定がないかぎり，再選は可能である。本条には董

事会の更新（renouvellement　du　directoire）とあって，董事会構成員の個々の任

期の更新という表現をとってはいないので，全員一括で（en　bloc）更新しなけれ

ばならない。したがって，半数交代（roulement）の方式を採ることは認められな

い。全員を再選するか，一部の構成員を再選し，他を新規に選任するか，このどち

らかの方法によることになる。

　　　3．補欠の選任　　任期中に死亡しまたは辞任した董事会構成員があって，

定員が欠け空席が生じた場合には，監事会は2ヵ月以内に補欠の構成員を選任する

ことを要する（令97条1項）。定款で，定員を定めず，構成員の人数は監事会の決

定に委かせる旨を定めてある場合には，監事会は，残存者をもって構成員とする旨

の決議をして，補欠の選任を避けることができる（Mercadal　et　a1．，P．433）。こ

の場合を除き，監事会が2ヵ月以内に補欠選任をしなかったときは，利害関係人は，

本店所在地の商事裁判所の所長に対して，即決手続により，仮りの構成員の選任を

申立てることができる。ただし，これはあくまでも仮りの便法であるから，監事会

は何時でもこれを変更しうるものとされている（令97条2項）。

法第123条〔董事会構成員の報酬〕

　董事会構成員の報酬の支払方法およびその金額は，選任行為において，

各構成員ごとに，これを定めなくてはならない。
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　Loi　Art．123．一L’acte　de　nomination丘xe　le　mode　et　le　montant

de　la　r6mun6ration　de　chacun　des　membres　du　directoire．

　〔解　説〕

　　本条は強行規定であるから，監事会が定めないで，株主総会で定めるものとす

ることは許されない（Mercadal　et　aL，P．441）。構成員各別に定めることを要し．

包括的に定めることも許されない。旧型株式会社の取締役に関しては，本条のよう

な規定はなく，包括的に定めることもできる（Vuillermet，p・433）。監事会が定め

ることによ’り，構成員と会社との契約になるのかどうかが問題であるが，学者は契

約説には消極的であり（Mercadal　et　aL，ibid，；E6mard　et　a1・，P・953），契約と

いうよりも制度的なものと解されている。

　構成員のなかでも，社長とその他の者との間には差別があって当然であるし，

幹部社員は会社から給与の支払をうけているから，本条の明文にかかわらず，無報

酬とすることも差支えなく，事唐によっては，売上高や利益の額に比例する支払方

法を定めてもよいとする説がある（H6mard　et　al．，ibid．；Mercadal　e亡aL，まb圭d・）。

　　監事会ボ定めた報酬に関する株主の報告受領権について，法168条参照。

法第124条〔権　限〕

　①董事会は，あらゆる場合に会社の名において行為するためのもっと

も広汎な権限を与えられ，会社の目的の範囲内において，この権限を行

使する。ただし，法律により明らかに監事会および株主総会の権限に属

するものを除く。

　②（1969年12月20日命令第69－1176号により追加）《会社は，第三者に

対する関係においては，会社の目的に属しない董事会の行為についても

責任を負う。ただし，その行為が目的の範囲を超えていることを第三者

が知り，または，そのときの状況からみて第三者がこの事情を知りうべ
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きであったことを会社が証明したときは，このかぎりではない。定款を

公示しただけでこの証明があるものとすることはできない。》

　③董事会の権限を制限する定款は，これをもって第三者に対抗するこ

とができな：い。

　④董事会は定款の定める条件にしたがって審議し議決する。

　：Loi　Art。124。一：Le　directoire　est　investi　des　pouvoirs　les　plus

6tendus　pour　agir　en　toute　circonstance　au　nom　de　la　soci6t61

il　les　exerce　dans　la　lim圭te　de1’objet　social　et　sous　r6serve　de

ceux　express6ment　attribu6s　p＆r　la　loi　au　conseil　de　survei11ance

et　aux　assemb16es　d’actiomaires．

　（Ord．no69－1176du20d6α1969）《Dans　les：rapports　avec　les

tiers，1a　soci6t6est　engag6e　meme　par　les　actes　du　directoire　qui

ne　re1さvent　pas　de1，0bjet　socia1，a　moins　quジelle　ne　prouve　que　le

tiers　savait　（1ue　1’acte　d6passait　cet　objet　ou　quシil　ne　pouvait

1’ignorer　compte　tenu　des　circonstances，6tant　exclu　que　la　seule

publicαtion　des　statuts　sufase　a　constituer　cette　P「euve．》

　：Les　dispositions　des　statuts　limitant　les　pouvoirs　du　directoire

sont　inopPosables　aux　tiers．

　Le　directoire　d61ibさre　et　prend　ses（16cisions（1ans　les　conditions

fix6es　par　les　statuts．

令第99条〔業務分担〕

　定款に別段の定めがないかぎり，董事会の構成員は，監事会の承認をえて，指

揮の業務を分担することができる。ただし，この分担は，いかなる場合において

も，会社の経営を指揮する機関である董事会の合議体としての性格を失なわしめ

ることはできない。

D6c．Art。99．一Sauf　clause　contraire　des　statuts，1es　membres　du
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directoire　peuvent，avec　rautorisation　du　conseil　de　surveillance，r6partir

entre　eux　les　taches　de　la　direction．Toutefois，cette　r6partition　ne　peut，

en　aucun　cas，　avoir　pour　effet　de　retirer　au　directoire　son　caractさre

d’organe　assurant　co116gialement　la（iirection　de　la　soci6t6．

　〔解　説〕

　　　1．権限の範囲　　会社の目的の範囲を逸脱しないことの制限と，法律上の

制限すなわち明かに株主総会や監事会の権限とされているものを制限されるほか，

広汎な権限を有し，，とくに，（1）株主総会の招集権（法158条），（2）増資の際に

金銭出資による新株の引受およぴ払込があったことを公証人の認証ある書面によっ

て確認する権限（法192条），（3）株主総会の授権に基づいて，1回または数回に

わたり，増資を実施し，かつ，これに基づいて定款変更を行なう権限（法180条3

項）などを有する（Mercadal　et　aL，P・438）。

　　董事会が会社の目的の範囲を逸脱する行為（d6Passement　d’objet）をしたと

きにも，第三者に対する関係では，会社が責任を負う（本条2項）。ただし，第三

者の悪意もしくは過失を会社が立証したときはこのかぎりではない。定款を公示し

たということだけでは，この立証ありとはいえない。会社の目的は，定款に記載さ

れるだけではなく（法2条），法定公報（全国版）に掲載される設立趣意書にも記

載され（法74条2項，令59条2項5号），設立登記後に行なわれる商事公報による

公示にも記載される（令286条，商業登記令13条A項5号）。そればかりではなく，

何人に対しても定款の謄本が交付されることになっているから（令153条），会社

の目的が何であるかということは第三者にも容易に知れるが，当該行為が果して目

的の範囲内の行為であると解釈しうるか否かを，第三者の解釈に委ねることは適当

ではないので，会社の立証責任を軽減しないのである。

　　会社が，董事会の権限を制限する規定を定款に定めても，それをもって第三者

に対抗することはできない（本条3項）。たとえば，事前に監事会の認許を受ける

べきことを定めている場合，それが形式的には法律上認められていることであって

も（法128条1項），それは内部規制（鉛glementint6rieur）に止まることであっ
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て，第三者に対抗することはできない（Vuillermet，p・435）。

　　　2．董事会規則　　董事会の運営は定款所定の条件にしたがって行なわれる

ことを要する（本条4項）。いわば取締役会規則であるが，その内容は，招集の日

時場所，審議の方法，定足数，多数決の条件，議長（pr6sident　de　s6ance）の採

決権の有無等々である（Ripert　par　Roblot，t．1，P・672）。これは強行規定である

から，定款の定める条件に違反してなされた董事会の決議は無効である（法360条

2項）。監事会については，代理人の出席が認められているのに（法139条2項），

董事会についてはその旨の規定がないから，代理人が参加してなされた決議は無効

であると解すべきであろう。

　　董事会の議事録は本店に特別の帳簿で作成して備置くことを要し，社長またば

議長が確認しなければならない。これに違反した社長または議長に対しては罰金の

制裁がある（法464条，438条）。

　　　3．業務分担　　董事会は，定款に反対の定めがなく，かつ，監事会の承認

をえたときにかぎり，業務を分担すること（r6partition　des　taches，division　du

travai1）ができる（令99条）。たとえば，技術担当，財務担当，営業担当，地域別

の担当などである（Vuillermet，p・436）。第三者に対する関係では，各担当者が完

全に会社を代表する。監事会が代表権を与えたことになり，この者を代表権ある董

事（directeur　g6n6ra1）とし・う（法126条2項）。各担当者の行為について，董事

会構成員全員が責任を負う（令99条後段）。それは，董事会が合議体として経営に

当る機関であるからにほかならない。このように，全員が責任を負う関係上，各担

当者は会議において互に報告し合って情報を交換する必要がある（Vuillermet，P・

437）。

法第125条〔本店の移転〕

　同一県内または隣接県内への本店の移転は，監事会においてこれを決

定することができる。ただし，この決定は次回の通常総会の追認をうげ

なければならない。
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　Loi　Art．125．一Le　d6placement　du　si6ge　social　dans　le　m6me

d6partement　ou　dans　un　d6partement　limitroP五e　peut　δtre　d6cid6

par　le　conseil　de　surve玉11ance，sous　r6serve（ie　rati倉cation（ie　cette

d6cision　par　la　prochaine　assembl6e　g6n6rale　ordinaire。

　〔解　説〕

　　本店の移転は定款の変更となるから，特別総会の決議によるのが原則であるが

（法153条1項），同一県内または隣接県内への移転にかぎり，旧型株式会社では

取締役会の決議により（法99条），新型株式会社では監事会の決議によって，これ

を行うことがでぎる。新型の場合，旧型の取締役会に比すべき董事会の決議による

ものとしたのが上院委員会で勘ったが，法相の意見で本条のように改められた

（Trouillatジp．342）。

　　監事会の決議は，その後最初の通常総会の追認をうけることを要し（本条後

段），追認をうけられなかったとぎは、決議は失効（caduc）となるから，本店は旧

のままである旨の公示が必要になる（Mercadal　et　aL，P．382）。

　　追認があった場合の定款変更手続に関しては，特に規定がないから，その後の

特別総会における定款変更の決議を必要とするのか（Vuillermet・p・444）・それと

も，本店移転の決議が追認された以上，定款変更は当然のことであり形式的なこと

にすぎないから，監事会において定款変更の決議をもなしうるものなのか（Merca－

dal　et　aL，p・382），学説は分かれている。立法論としては，監事会に定款変更の

権限も与えるべきであった（Vuillermet，ibidゆ。

　　本店は登記事項であるから，変更登記の申請が必要になる（商業登記令33条）。

法第126条〔会社代表〕

　①社長または単独董事は，第三者に対する関係において，会社を代表

する。

　②前項の規定にかかわらず，定款をもって，監事会は董事会のその他
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の構成員中の1人または数人に代表権を与える旨を定めることができる。

その場合には，これらの代表者を代表権ある董事と称する。

　③代表権を制限する定款の規定は，これをもって第三者に対抗するこ

とができない。

　Loi　Art．126．一：Le　pr6sident　du　directoire　ou，1e　cas6ch6ant，1e

directeur　g6n6ral　unique　repr6sente　la　soci6t6　（ians　ses　rapPorts

avec　les　tiers．

　Toutefois，1es　statuts　peuvent　habiliter　le　conseil　de　surveillance

a　attribuer　le　meme　pouvoir　de　repr6sentation　a　un　ou　plusieurs

＆utres　membres　du（1irectoire，qui　portent　alors　le　titre（1e　directeur

96n6ra1．

　Les　dispositions　des　statuts　limitant　le　pouvoir　de　repr6sentation

de　la　soci6t6　sont　inopPosables　aux　tiers．

　〔解　説〕

　　社長または単独董事（法119条2項，120条2項）が会社代表権を有するのが

原則である（本条1項）。しかし，定款をもって，監事会に授権すれぼ，監事会は

董事会構成員の1人または数人，場合によってはその全員に代表権を与えることが

でぎる，これによって代表権をえた董事を代表権のある董事（directeur　g6n6ra1）

という（本条2項）。全員が代表権をもって経営に当りうる点に新型株式会社の特

色がある（Vuillermet，P．436）。監事会は，代表権を付与するに当り，社長の承認

を得る必要はなく，社長の意に反して行なってもよい（Mercadal　et　aL，p．440）。

社長の代表権と代表権ある董事の代表権とは全く対等であって，その間に軽重の差

はない。また，定款で代表権の制限を設けても，それを第三者に対抗することはで

きない（本条3項）。

　　董事会構成員でない従業員とくに総務部長（secr6taire　g6n6ra1）とか財務部

長（chefdesservices丘nanciers）等に対する権限委譲（d616gationdepouvoir）
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も，定款に規定がある場合や監事会の授権があれぽ可能である（Mercada1et　aL，

ibid・）。権限を委譲された者にも代表権（pouvoir　de　repr6sention）が生じる。

法第127条〔兼任制限〕

　①何人も，フランス本土に本店を有する会社において，同時に2つを

超える会社の董事会に所属し，または単独董事の職務を行なうことはで

きない。

　②董事会の構成員または単独董事は，監事会の認許をえたときにかぎ

り，他の1社の董事会の構成員または単独董事に就任することを承諾す

こるとができる。

　③前2項の規定に反してなされた選任はこれを無効とする。選任を無

効とされた者は，不当に受領した報酬を返還しなければならない。選任

の無効は，不適法に選任された董事会構成員が関与した決議を無効とす

るものでは、ないo

　Loi　Art．127．一Nul　ne　peut　appartenir　simultan6ment　a　plus　de

deux　directoires，ni　exercer　les　fonctions　de　directeur　g6n6raI

unique　dans　plus　de　deux　soci6t6s　anonymes　ayant　leur　siさge

social　en　France　m6tropolitaine．

　Un　membre　du　directoire　ou　le　directeur　g6n6ral　unique　ne

peutαccepter　d，etre　nomm6au　directoire　ou　directeur　g6n6ral

unique　d’une　autre　soci6t6，que　sous　la　con（iition　（17y　avoir　6t6

autoris6parleconseildesurveillance．

　Toute　nomination　intervenue　en　violation　des　dispositions　des

deux　alin6as　pr6c6dents　est　nulle　et　1，int6ress6　doit　restituer　les

r6mm6rations　in面ment　pergues。　Cette　nullit6n’entraine　pas

celle　des　d61ib6rations　auxq．ueiles　a　pris　part　le　membre　du
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directoire　irr6guli6rement　nomm6。

　〔解　説〕

　　　1．　兼任の限界　　フラソス本土に本店を有する新型株式会社の董事会構成

員または単独董事は2社を限度とする（本条1項）。1社のみとせよとの意見もあ

ったという（Trouillat，p．344）。董事会構成員または単独董事が，旧型株式会社

の取締役を兼任する場合には，本条の適用はなく，8社まで兼任することができる

（法92条1項）。

　　新型株式会社Aの董事会構成員は．新型株式会社Bの社長（pr6sident　du

directoire）か単独董事の何れか1つし’か兼ねられないし，A社の単独董事は・B

社の社長か董事会構成員の何れか1つしか兼任することができない（法151条2

項）。

　　　2．兼任の手続　　現に在職中の会社の監事会の認許をうけなければならな

い（本条2項）。認許されなかった場合，特別の救済方法は存しない。旧型株式会

社の取締役を兼任するには，監事会の許可をうける必要はない（Hamiaut，II，

p．106；Trou量11at，p，344）。

　　　3．選任の無効　　2社を超える選任または監事会の認許をうけない選任は

いずれも無効であり，もしその選任を無効とされた者が報酬を受け取っていたとき

はこれを返還しなければならないが，この者が参加してなされた董事会の決議には

何等影響を及ぼさず，既成事実が尊重される（本条3項）。

法第128条〔監事会の職務権限〕

　①監事会は，董事会による会社の業務執行を常時監督する。

　②（1967年1月4日法律第67－16号，1967年7月12日法律第67－559

号により改正）《会社は，定款をもって，定款に掲げる取引の締結につい

ては，監事会の事前の認許をうけることを要する旨を定めることができる。
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ただし，保証，手形保証および担保提供は，銀行その他の金融業を営む

会社の場合を除き，命令の定める条件にしたがい，必ず監事会の認許を

うけなければならない。認許の範囲を超えた場合の第三者対抗要件につ

いてもこの命令において定める。》

　③監事会は，営業年度内のいかなる時期においても，適当と認める検

査および監督をなし，またその任務を遂行するために有用と認める書類

を閲覧することができる。

　④董事会は，少なくとも3ヵ月に1回，監事会に対して，報告書を提

出しなければならない。

　⑤董事会は，営業年度の終了後命令で定める期間内に，監事会に対し

て，検査および監督をうけるために，第157条第2項に掲げる書類を提

出しなければならない。

　⑥監事会は，第157条に定める総会に董事会の報告書および計算書類

に関する意見を提出しなければならない。

　：Loi　Art．128．一Le　conseil　de　surveillance　exerce　le　contr61e

permanent（ie　la　gestion　de　la　soci6t6par　le　directoire．

　（L　n。67－16（1u4janv．1967；L　nO　67－559　du　12juil1．1967．）

《Les　statuts　peuvent　subor（ionner　a　1’autorisation　pr6a，1able　du

conseil　de　surveillance　la　conclusion　des　op6rations　qu’ils6num一

さrent．Toutefois，1es　cautions，avals　et　garanties，sauf　dans　les

soci6t6s　exploitant　un　6tablissement　bancail’e　ou　五nancier，font

n6cessairement1’objet（玉’une　autorisation　du　conseil　de　surveillance

dans　les　conditions　d6t6rmin6es　par　（i6cret．　Ce　（i6cret　（16termine

6galement　les　conditions　dans　lesquelles　le　d6passement　de　cette

autorisation　peut6tre　oPPos6aux　tiers．》

　Atoute6poquede1’ann6e，1econseildesurveillanceopらreles
v61’ifications　et　les　contrδ1es　qu’il　juge　oPPortuns　et　peut　se　faire
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communiquer　les　documents　qu夕il　estime　utiles　a1’accomplissement

de　sa　mission．

　Une　fois　par　trimestre　au　moins，1e　directoire　pr6sente　un

rapPortαuconseildesurveillance．

　Aprさs　la　c16ture　de　chaque　exercice　et　dans　le　d61ai　fix6par

d6cret，1e　（iirectoire　lui　pr6sente，aux　五ns　de　v6rification　et　de

contr61e，1es　documents　vis6s　a1’article157，alin6a2．

　Le　conseil　de　surveillance　pr6sente　a　1，assemb16e　g6n6rale

pr6vue　a1’article157ses　observations　sur　le　rapPort（1u　directoire

ainsi　que　sur　les　comptes　de1’exercice．

令第mO条〔監事会による承認拒否〕

　監事会の認許を必要とする取引について，監事会が認許を拒んだときは，董事

会は，この意見対立について結論を出すべき旨の提案を株主総会に諮ることがで

きる。

　D6c．Art．100．一：Lorsquラune　op6ration　exige1’autorisation　du　conseil　de

surveillance　et　que　celui－ci　la　refuse，1e　directoire　peut　soumettre　le

diff6rend　a　rassemb16e　g6n6rale　des　actionnaires　qui　d6cide　de　la　suite　ム

donner　au　projet．

令第113条〔保証，手形保証または担保提供〕

　①監事会は，その定める一定の限度内において，董事会が会社の名において保

証，手形保証または担保提供をすることを認許することができる。この認許をあ

たえるときは，契約ごとに，会社が行なうことのできる保証，手形保証または担

保提供の限度額をも定めることカミできる。各限度額を超える契約をするときは，

各別に監事会の認許をうけなければならない。

　②前項の認許の有効期間は，保証，手形保証または担保提供がなされた契約の

期間のいかんを問わず，1年を超えることができない。
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③第1項の規定にかかわらず，董事会は，税務署および税関に対する関係にお

いては，金額の制限なく，会社の名において保証，手形保証または担保提供を行

なうことの認許をうけることができる。

④監事会は，前各項にもとづいて与えられた権限を他に委譲することができる。

⑤（1968年1月2目命令第68－25号により追加）《当該有効期間について定め

られた限度の総額を超えて，保証，手形保証または担保提供がなされた場合にお

いても，善意の第三者に対しては，限度額超過を主張することはできない。ただ

し，単独の契約でその金額が本条第1項にもとづいて定められた限度を超過して

いる場合はこのかぎりではない。》

　D6c．Art．113．一Le　conseil　de　surveillance　peut，dans　la1三mite　dフun

montant　total　qu’il　fixe，autoriser　le　directo1re　a　donner　des　cautions，

avals　ou　garanties　au　nom　de　Ia　soci6t6．　　Cette　autorisation　　peut

6galement　fixer，par　engagement，un　montant　au－dela　duquel　la　caution，

1，aval　ou　la　garantie　de　la　soci6t6　ne　peut　etre　（ionn6．　　Lorsquヲun

engagement　d6passe1’un　ou1’autre　des　montants　ainsi負x6s，1’autorisa－

tion　du　conseil　de　survei11ance　est　re（luise　dans　chaque　cas．

　La　（iur6e　des　autorisations　pr6vues　ゑ　17alin6a　pr6c6dent　ne　peut　etre

sup6rieure　a　un　an，quelle　que　soit　la　dur6e　des　engagements　cautionn6s，

avalis6s　ou　garantis．

　Par　d6rogation　aux　dispositions　de　ralin6a　ler　c玉dessus，1e　directoire

peut　etre　autoris6ゑdomer，a　r6gard　des　administrations丘scales　et

douaniさres，des　cautions，avals　ou　garanties　au　nom　de　Ia　soci6t6，sans

limite　de　montant．

　Le　directoire　peut　d616guer　le　pouvoir　qu2il　a　regu　en　apPlication　des

alin6as　pr（≦c（idents．

　（D6cL　n。6＆r25du2，anv．1968）　《Si　des　cautions，avals　ou　garanties

ont6t6donn6s　pour　un　montant　total　sup6rieurゑ1a　limite　fix6e　pour　la

p6riode　en　cours，1e　d6passement　ne　peutδtre　oppos6aux　tiers　qui　n7en

ont　pas　eu　connaissance，a　moins　que　le　montant　de　1’engagement

invoqu6n’excさde，a　lui　seul，1’une　des　limites　fix6es　par　la　d6cision　du
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conseil　de　surve圭11ance　prise　en　apPlication，de　l’alin6a　ler　ci曹dessus。》

令第114条〔書類の提出期間〕

　会社法第128条第5項に定める期間は営業年度の閉鎖後3ヵ月以内とする。

　D6c。Art．114．一Le　d61ai　pr6vu　a　rarticle128，aHn6a5，de　la　loi　sur　les

soc16t6s　commerciales　est　de　tro至s　mois　a　compter　de　la　c16ture　de

rexercice。

令第115条〔特別の委任および監事会に設置される委員会〕

　①監事会は，特定の事項について，構成員の1人または数人に特別の職務を委

任することができる。

　②監事会は，その内部に委員会をおくことを定めることができる。委員会の構

成は監事会が定める。委員会は，監事会の責任において行動するものとする。た

だし，この委員会の権限は，法律または定款によって監事会に専属する権限を委

譲する目的で付与されるものであってはならない。また，董事会の権限を縮少し

または制限することを目的として付与されるものであってもならない。

　D6c．Art．115．一Le　conseil　de　surveillance　peut　conf6rer　乞　un　ou

plusieurs　de　ses　membres　tous　mandats　sp6ciaux　pour　un　ou　plusieurs

objets　d6termin6s．

　11peut　d6cider　la　cr6ation　en　son　sein　de　comm1ssions　dont　i1丘xe　la

composition　et　les　attributions　et　qui　exercent　leur　activit6sous　sa

responsabilit6，sans　que　lesdites　attributions　puissent　avoir　pour　objet　de

d616guer議une　comm量ssion　les　pouvoirs　qui　sont　attribu6s　au　conseil　de

surveillance　lu玉meme　par　la　loi　ou　les　statuts　ni　pour　effet　de　r6duire

ou　de　limiter　les　pouvoirs　du　directoire．

〔解　説〕

　1．監事会の職務権限の分類　　本条と本条に関係する命令4ヵ条ならびに
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その他の条文で監事会の職務権限を規定しているものを体系的に分類すると，①監

視的監督の職務権限（surveillance　et　contr61e：r61e　d’observation）と，②後見

的督監の職務権限（tutelle　sur　la　direction）とになる（Vuillermet，p．421）。

　　①に属するものは，法第128条第1項および第3項に基づく恒常的な検査権お

よび書類の閲覧権，同条第4項に基づき少くとも3ヵ月に1回報告を受ける権限，

同条5項に基づき同法157条2項の計算書類を受領する権限であり，

　　②に属するものは，董事会構成員と社長の選任ならびにこれらの者の報酬の決

定（法120条1項2項，法123条），董事会構成員解任の提案（法121条1項），董

事会構成員または単独董事が他の1つの会社におけるこれらの地位を兼任すること

の許可（法127条2項），代表権ある董事を決定する権限（法126条2項）．董事会

構成員の業務分担の承認（令99条），董事会が会社の名において行なう保証，手形

保証および担保の提供に関する認許（令113条），定款に掲げられた特定の取引に

関する事前の認許（法128条2項）などである。

　　①を監事会の監督権（pouvoirs　de　contr61e），②を監事会の固有の権限（pou－

voirs　propres）として分類する学者もあるが（Mercadal　et　aL，P。453），その内

容は全く同じであるから，ここでは，Vuillermetの分類によることにする。

　　　2．監視的監督の職務権限　　（1）監視的監督　　監事会は，董事会による

業務執行を常時監督する職務権限を有する（法128条1項）。原案には，株主の利

益のために（dans1’int6ret　d’actionnaires）この監督権を行使するものとなって

いたが，株主の利益は必ずしも会社の利益とは一致しないこと，果して株主の利益

のために行使された否かについて議論を生じやすいこと，その点に関して第三者も

また争いうること等の難点があるため，上院において修正され．株主の利益のため

に，という字句は削除された（Hamiaut，II，p．107）。

　　監視的監督の内容は，わが商法上の業務監査と会計監査とを兼ねたようなもの

と理解され易いけれども，必ずしもそうとはいえない。第1に，監事会は，董事会

が行なった諸行為に対する評価の権限（droit　d’appr6cier）を有するものであるか

ら，その適法性（r6guralit6）だけでなく，妥当性（opportunit6）についても監査

権を有することである（Richard，P．110；Mercadal　et。aL，P．453）。妥当性につ
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いても監査しうるとはいえ，董事会の業務執行に介入することは許されないから，

通常総会に提出する意見書（法128条6項）において，その評価を述べ，場合によ

っては関係董事の解任を提案しうるに止まる（第121条1項）。第2に，何時でも

財産状況や会計の帳簿書類の検査をなしうるけれども　（法128条3項），会計監査

役の権限を侵しその職務に介入することは許されない。会計監査役は会計記録の真

実性（sinc6rit6mat6rielle）を監査することを任務とするのに対し，監事会は，会

計記録が示している事実関係たとえば売上高に対応する取引が実際にあったかどう

か，在庫はいかにして発生したものであるかといったような，会計記録のもつ意味

（signification　r6elle）などについて監査を行なうのがその職責である（Richard，

ibid。）。

　　（2）報告書の受領　　監事会は，少くとも3月に1回，董事会から報告書の提

出を受ける（法128条4項）。この報告書に記載すべぎ事項は，販売，生産，技術

等に関する状況，社会情勢等への対応状況，会社の財務内容その他株主総会に対す

る報告にならって作成されるが，定款で記載事項を定めてもよい（Vuillermet，P・

442）。監事会は，この報告書について董事会の意見を聴取することができる。法律

に基づく意見聴取（audition）ではないけれども，董事会側の説明をきいたり，弁

明する機会を与えるためには必要なことであろう（Mercadal　et　a1．，P。455）。

　　（3）財務諸表の受領　　董事会は，営業年度終了後3ヵ月内に（令114条），

貸借対照表，損益計算書等の財務諸表を，監事会に提出して，その検査監督をうけ

なけ’ればならない（法128条5項）。

　　　3．　後見的監督の職務権限　　（1）董事会の構成員と社長の選任ならびにこ

れらの者に対する報酬を決定しなければならない（法120条1項2項，法123条の

解説参照）。

　　（2）董事会の構成員の解任の提案（法121条1項の解説参照）。

　　（3）董事会構成員または単独董事が他の1つの会社におけるこれらの地位を兼

任することを認許する権限（法127条2項の解説参照）。

　　＠）代表権ある董事を決定する権限（法126条2項の解説参照）。

　　（5）董事会構成員の業務分担を承認する権限（令99条の解説参照）。

614



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第128条

　　（6）董事会が会社の名において行なう保証，手形保証および担保の提供を認許

する権限（令113条）。

　　これは旧型の株式会社に関して，社長が会社の名において保証，手形保証およ

び担保の提供をなすには取締役会の認許を必要とするのと同じ趣旨である（法98条

2項，令89条の解説参照）。ただし，新型の株式会社においては，董事会による業

務執行と，監事会による業務執行の監督とが明確に対立しているから，もし監事会

が認許することを拒んだ場合には，董事会は最高機関たる株主総会に対して，相対

立する意見に関して，調整役（rδ1e　r6gulateur）として，結論を出すことを諮るこ

とができる（令100条）。

　　（7）定款で定められている特定の取引に関して事前に認許をあたえる権限（法

128条2項）。特定の取引とは，不動産の取得，他会社に対する資本参加などを指す

（Vuillermet，p．424）。

　　　4．株主総会における職務　　監事会は，年次総会において，董事会の報告

書および会計監査役の報告書に関する意見を述べなければならない（法128条6

項）。監事会としては，前述のとおり，3ヵ月に1回は董事会から報告を受けてい

るのであるから（法128条4項），董事会が年次総会に提出した報告書（法157条

2項）に関して，監事会としての立場から意見を述べる職責があるのは当然であり，

また，会計監査役からも，法第230条に基づく報告を受けているわけであるから，

会計監査役が年次総会に提出した報告書（法157条2項）に関しても，監事会とし

ての意見を述べなけれぽならない。

　　　5．特定の構成員への職務委任と小委員会の設置　　監事会は会議体として

その職務を行なうのが原則であるけれども，内部的には特定の職務を構成員の1人

または数人に委任して処理させることが認められている（令115条）。旧型株式会

社の取締役会は，第三者に委任することも可能であるが（令90条1項），新型を採

用する株式会社の監事会はそれが許されない。特定の職務の例としては，本店を同

一県内または隣接県内に移転することは，監事会だけで決定しうることであるが

（法125条），この決定に次いで行なわねばならない諸手続までも全部監事会で行

なうことは得策ではないので，これを特定の構成員に委かせる方が便宜であるし，
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なにかのアンケートを行なうことにした場合とか，董事会の業務執行の状況に関す

る情報を集める場合などの職務である（Vuillermet，P．425）。

　　小委員会は監事会で採り上げる問題に関する準備の役目（r61e　pr6paratoire）

をする内部委員会であって，たとえば，特別に研究調査をする必要がある場合とか，

調査監督のための常設委員会を設ける場合などである（Vuillermet，p．428）。この

委員会の役目は準備であるから，これに監事会の権限を移譲して了ったり，監事会

の権限を減縮したり制限したりすることは許されない（令115条2項）。この委員

会の設置ならびに構成は，監事会が定めなければならない。

法第129条〔監事会構成員の数〕

　①監事会は，3人以上12人以下の構成員をもってこれを組織する。た

だし，合併の場合には，合併する会社に6ヵ月以前から在職していた監

事会構成員の合計員数までは，12人を超えることがでぎるが，24人を超

えることはできない。

　②新たに合併する場合のほかは，構成員の数が12人未満に減少しない

かぎり，死亡し，解任され，もしくは辞任した構成員の後任者を新たに

選任し，または補充することはできない。

　：Loi　Art．129．一Le　conseil　de　surveillance　est　compos6de　trois

membres　au　moins　et　de　douze　membres　au　plus　l　toutefois，en

cas　de　fusion，ce　nombre　de　douze　pourra　etre　d6pass6jusqu’a

concurrence　du　nombre　total　des　membres　des　conseils　de　survei・

11ance　en　fonction　depuis　plus　de　six　mois　dans　les　soci6t6s

fusionn6es，sans　pouvoir6tre　sup6rieur　a　vingt一（luatre．

　Sauf　en　cas　de　nouyelle　fusion，　il　ne　pourra　（｝tre　proc6d6　a

aucme　nomination　de　nouveaux　membres　ni　au　remplacement　de

ceux　qui　seraient　d6c6d6s，r6voqu6s　ou　d6missionnaires，tant　que
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1e　nombre　des　membres　n’aura　pas6t6r6duit　a　douze．

　〔解　説〕

　　　1．従業員と構成員たる資格　　旧型を採用する株式会社の取締役会を構成

する取締役の員数と全く同じである（法89条1項参照）。旧型株式会社の取締役に

は従業員もなれるが（法93条参照），新型の株式会社の監事会構成員に従業員が選

ぽれることができるか否かについては，法律に規定がないので，解釈上問題になる。

法第142条によれば，監事会の構成員は会社から法第140条および第141条に定め

られている出席手当，賞与，特別な委任事務を処理したとぎの報酬のほかには，い

かなる報酬（r6mun6ration）をも受領することができないことになっているから，

会社から俸給（salaire）をもらっている従業員は，監事会構成員にはなれないとい

う解釈がある　（Mercadal　et　aL，P。446）。これに対して，r6mun6r3tionには

sa玉aireを含まないから，従業員も監事会構成員になりうるのではないかという解

釈論もある（Vui1玉ermet，P・418；Didier，P・498）。この立場からすれば，支配人

のような高級従業員も監事会構成員となりうることになるけれども，支配人は董事

会と密接な関係にあって共通の利害関係（causecommune）を有する者であるか

ら，董事会の業務執行を監視監督する立場にある監事会の構成員になることは望ま

しくない，支配人以外の一般従業員も同様である。法律に規定を欠いているのは，

故意の沈黙（r6ticence）か，法の不備か，いずれにしても，従業員が監事会に入

ることは，実際問題として，好ましいことではないとして，積極説を唱える側から

も反対意見が付加されている（Vuillermet，ibid）。

　　　2．構成員たりうる者　　親権を解除された未成年者，妻，外国人，会計監

査役名簿に登録された会計監査人で当該会社の会計監査役でない者等は構成員とな

ることができる。妻の場合は，夫と同一の監事会であってもよい（Mercadal　et　a1・，

P．444）。

　　　3．欠員の補充　　本条第1項第2項は，旧型株式会社の取締役会構成に関

する規定と全く同じであるが（法89条の解説参照），監事会の会長が死亡し，また

は辞任した場合の補充に関しては，旧型株式会社の社長が死亡し，または辞任した
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場合に関する法第89条第3項にあたる規定が設けられていない。その理由は，監事

会の会長の職務は，旧型株式会社の社長の職務ほど複雑ではないから，他の構成員

を会長に当てれば足りるからである（Vuillermet，P．415）。

法第129－1条〔監事会構成員の年令制限〕

　（1970年12月31日法律第70－1284号により追加）①定款には，監事会

構成員の職務の遂行に関し，構成員の全員またはその一定の割合に当る

者に適用される年令の制限を定めなければならない。

　②定款に明文の規定がないときは，70才に達した監事会構成員の数は，

在任中の監事会構成員数の3分の1を超えることができない。

　③前項の規定に違反する選任は，これを無効とする。

　④定款上または法律上の年令制限を超える監事会構成員がある場合に

おいて，定款に特に他の手続を定めた明文の規定がないかぎり，最年長

の監事会構成員は当然辞任したものとみなす。

　：Loi　Art．129－1．一（L．n。70－1284du31d6c．1970）Les　statuts

doivent　pr6voir　pour1’exercice　des　fonctions　de　membre　du

conseil　de　surveillance　une　limite　d’age　s’appliquant　soit　a

rensemb三e（1es　administrateurs，soit　a　un　pourcentage　d6termin6

d，entre　eUX．

　Ad6fautdedispositionexpressedanslesstatuts，1enombre
des　membres　du　conseil　de　surveillance　ay’ant　atteint　rage　de

soixante－dix　ans　ne　pourra　etre　sup6rieur　au　tiers　des　membres

du　conseil　de　surveillance　en　fonctions．

　Toute　nomination　intervenue　en　violation　des　dispositions

pr6vues　a1’α1in6a　pr6c6dent　est　nulle．

　Ad6fautdedispositionexpressedanslesstatutspr6voyant
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une　autre　proc6d．ure，10rsque　la　limitation　statutaire　ou16gale

五x6e　pour　rage　des　membres　du　conseil　de　surveillance　est　d6pas－

s6e，1e　membre　be　conseil　de　surveillance　le　plus　ag6est　r6put6

d6missionnaire　d’of五ce．

　〔解　説〕

　　　1．原文の誤植　　Pe亡its　Codes　Dallozの《Code　de　Commerce，1972－

73》によれば，本条第1項の文章中のadministrateursの字の次に〔sic〕（原文の

まま）という字が挿入してある。めったになかったことではあるが，これは明かに

誤植で，des　membres　du　conse圭1de　survei11anceとすべきものであるから，訳

文では構成員の全員と訂正しておいた。

　　　2．他の役員との比較　　本条は，旧型株式会社の取締役の年令制限と全く

同じ趣旨の規定であるから解説は省く（法90－1条の解説参照）。ただし，新型株

式会社の董事会構成員の制限年令が65才であることを注意する必要がある　（法120

－1条の解説参照）。この差別を設けた理由は，新型株式会社の董事会の職務が激

職であると考えられることと，少しでも若い人に進出の機会をあたえようとしたの

ではないかと推測される。フランスでは，近年，社会保障を充実させながら，一般

サラリーマンの定年を早めようとする動きがあり，第一線を退いた後も，元気で人

生を楽しめるようにすべきだという強い主張があり，それが背景となって，会社法

としては珍らしい年令制限を立法化したのではないだろうか。

法第130条〔資格株〕

　①監事会の構成員は，定款で定めた一定の数の株式を有するものでな

ければならない。この数は，通常総会に出席する権利をあたえるため定

款が株主に要求する数を下ってはならない。（1969年1月6日法律第69－

12号により改正）《この株式は，これを譲渡することができず，かつ，記

名式たることを要し，記名式でない場合には，これを銀行に寄託すべき
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ものとし，寄託したとぎは，命令の定める条件にしたがい通知されなけ

れぼならない。》

　②監事会の構成員が，選任されたときに，必要な数の株式を有しなか

ったとき，または，在任中に必要な株式数を欠くに至ったときは，3ヵ

月以内にその状態を改めないかぎり，当然辞任したものとみなされる。

　Loi　Art．130．一Chaque　membre　du　conseil　de　surveillance　doit

etre　propri6taire　dツun　nombre　d’actions　de　la　soci6t6d6termin6

par　les　statuts．Ce　nombre　ne　peut　etre　inf6rieur　a　celui　exig6

par　les　statuts　pour　ouvrir　aux　actionnaires　le　droit　dヲassiste1’a

1’assemb16e　g6n6rale　ordinaire．　（L．no69－12du6janv．1969．）

《Elles　sont　in盆1i6nables，et　doivent⇔tre　nominαtives　ou　a　d6faut，

etre　d6pos6es　en　banque，ce　d6P6t6tant　notifi6dans　des　con（iitions

d6termin6es　par　d6cret．》

　Si，au　jour　de　sa　nomination，m　membre　du　conseil　de

surveillance　nラest　pas　propri6taire　d．u　nombre　d7actions　requis　ou

si，en　cours　de　mandat，il　cesse　d，en　etre　propri6taire，il　est

r6put6d6missiom＆ire　d’o飾ce夕s，il　n，a　pas　r6gularis6sa　situation

d＆ns　le　d61ai　de　trois　mois．

令第106条〔資格株の取扱〕

　（1969年12月24目命令第69－1226号により改正）①会社法第130条に定める株

式が記名式である場合には，これに譲渡することができない旨の印を押して会社

に寄託しなけれぽならない。無記名式である場合は，これを銀行に寄託しなけれ

ばならない。銀行は，この株式を資格株として，かっ，譲渡しえないものとして

預かったことを記載した通知を，会社宛に書留郵便で発送しなけれぽならない。

　②会社法第130条に定める株式は，これを質入することができない。

D6c・Art・106・一（D6cL　n。69－1226du24d6c・1969）Si　les　actions　vis6es
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a　I’article130de　Ia10i　sur　les　soci6t6s　commerciales　sont　nominatives，

elles　sont　marqu6es　d7un　timbre　indiquant　leur　inali6nabilit6et　d6pos6es

dans　la　caisse　sociale．　Si　ces　actions　sont　au　porteur，　elles　doivent　6tre

d6pos6e　en　ban（lue；1a　banque　notifie　le　d6P6t　par　lettre　recommand6e

adress6e　a　Ia　soci6t6en　mentionnant1，a丘ectation　des　actions　et　leur

inali6nabilit6．

　Les　actions　vis（ies　audit　article　ne　peuvent　etre　donn（…es　en　gage．

　〔解　説〕

　　本条は旧型株式会社の取締役の資格株に関する規定とほとんど同じである（法

95条，令82条の解説参照）。異る点は，監事会は業務執行機関ではないので，業務

執行の担保（garantie　des　actes　de　la　gestion）たる性質をもつ資格株ではない

ことである。監事会構成員の資格株は，各構成員が会社経営に利害関係を有するこ

とを証するために設けられたものであり，いわばactions　d7a晩tio　societatis（会

社企業に熱意をもって参加するものであることを示す株式）とでも称すべき性質の

ものである（Hamiaut，II，P．108）。

法第131条〔退任と資格株処分権の回復〕

　退任した監事会構成員またはその権利の承継人は，通常総会が，退任

した構成員の在任中の最終営業年度の計算書類を承認したときから，前

条の株式の処分権を回復する。

　Loi　Art．131．一L’ancien　membre　du　conseil　de　surveillance　ou

ses　ayants　droit　recouvrent　la　libre　disposition　de　ces　actions，du

seul　fαit　de　rapprobation　par　rassemb16e　g6n6rale　ordinaire　des

comptes　du　demier　exercice　au　cours　duquel　rint6ress6a　rempli

ses　fonctions．
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　〔解　説〕

　　本条も，旧型株式会社の取締役の資格株処分権回復に関する規定と全く同じで

ある（法96条の解説参照）。監事会構成員は会社の業務執行には関与しないから，

業務執行に関する責任を問われることはないが，監事会構成員としての任務に関し

て責任を問われる場合がありうることが本条の前提をなす。たとえば，監視監督の

任務を遂行するうえで不注意だった場合とか，軽々しく董事会に認許を与えた場合

とか，令第115条に基づく特別の委任をうけた事務の処理上過失があった場合など

である（Mercadal　et　aL，P。456）。この場合，監事会の構成員は，会社に対して民

事責任を負うべきものとされている（法250条解説参照）。

法第132条〔資格株の調査と違反に対する処置〕

　会計監査役は，その責任において，第130条および第131条の規定が

守られているかどうかを調べ，違反があったときは，年次総会に提出す

る報告書のなかで，その事実を公表しなければならない。

　Loi　Art．132．一：Les　commissaires　aux　comptes　veillent，sous　leur

responsabilit6，a1’observation　des　dispositions　pr6vues　aux　articles

130　et　131　et　en　d6noncent　toute　violation　dans　leur　rapPort　ゑ

1，assemb16e　g6n6rale　annuelle．

　〔解　説〕

　　本条も，旧型株式会社の取締役の資格株に関する会計監査役による調査と違反

に対する処置に関する規定と全く同じである（法97条解説参照）。

法第133条〔兼任禁止〕

　監事会の構成員は董事会の構成員を兼ねることができない。
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　Loi　Art．133．一Aucun　membre　du　conseil　de　surveil1鍛ce　ne

peut　faire　partie（iu（lirectoire．

令第98条〔監事会構成員の当然終任〕

　監事会構成員が董事に選任されたときは就任と同時に監事会構成員としての委

任は終了する。

　D6c．Art．98．一Si　un　membre　du　conse圭1de　surveillance　est　nomm6au

directoire，son　mandat　au　conseil　prend丘n　dらs　son　entr6e　en　fonction，

　〔解　説〕

　　監事会は董事会を監督するもの（surveilla且t）であるから，監事会の構成員が，

監督されるもの（survei116）の立場にある董事会の構成員または単独董事となるこ

とが許されないのは自明のことである。法人も監事会の構成員になることがでぎる

が，その場合には常任代表者が指名され，この者は個入として監事会構成員となっ

た場合と同様に取り扱われるから（法135条1項），この者もまた董事会の構成員

もしくは単独董事を兼任することができない（Mercadal　et　aL，p．430）。

　　監事会構成員が董事会構成員になることを承諾し，就任したとぎは，監事会構

成員としては当然終任となる（令98条）。したがって，終任後においてその者が関

与した決定または決議はすべて無効である（法360条2項）。会計監査役は，終任

後5年経過した後でなければ，取締役に就任することが認められないが（法221条

1項），監事会構成員に関しては，そのような待機期問の定めは存しない。

　　明文はないけれども，董事会の構成員が監事会の構成員に選任さたれ場合も以

上と同じに理解してよい（Vuillermet，p。418）。

法第134条〔選任および任期〕

　①監事会の構成員は，創立総会または通常総会において選任される。
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第88条に規定する場合は，定款において指名しなければならない。これ

らの構成員の任期は定款においてこれを定めなければならない。ただし，

総会による選任の場合には6年を，定款による指名の場合には3年を超

えることができない。

　②前項の構成員は，定款に別段の定めがないかぎり，再選することが

でぎる。通常総会は，いつでもこれらの構成員を解任することができる。

　③前2項の規定に反してなされた選任は無効とする。ただし，選任が第

137条に定める条件にしたがって行なわれる場合はこのかぎりではない。

　Loi　Art．134．一Les　membres　du　conseil　de　surveillance　sont

nomm6s　par　rassemb16e　g6n6rale　constitutive　ou　par1’assemb16e

g6n6rale　ordinaire．Dans　le　cas　pr6vu　a　1’article　88，ils　sont

（i6sign6s　dans　les　statuts．　　La　dur6e　de　Ieurs　fonctions　est

d6termin6e　par　les　statuts，sans　pouvoir　exc6der　six　ans　en　cas

de　nomination　par　les　assemb16es　g6n6rales　et　trois　ans　en　cas　de

nOmination　danS　les　statutS．

　11s　sont　r661igibles，sauf　stipulation　contraire　des　statuts．　11s

peuvent6tre　r6voqu6s　a　tout　moment　par1’assemb16e　g6n6rale

o1・dinaire．

　Toute　nomination　interveme　en　violation　des　dispositions

pr6c6（1entes　est　nulle，a　rexception　de　ce11es　auxquelles　il　peut6tre

proc6d6dans　les　conditions　pr6vues　a　rarticle137．

　令第1田条〔終　任〕

　　監事会の構成員の職務は，当該構成員の任期が終了する目の属する営業年度に

関する株主総会が，その年度の計算書類を確定したときは，その株主総会の終了と

同時に終了する。
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　D6c．Art．101．一Les　fonctions　d’un　membre　du　conseil　de　surveillance

prennent　fin識rissue　de　la　r6union　de1’assemb16e　g6n6rale　or（linaire　des

actionnaires　ayant　statu6　sur　les　comptes　de　1’exercice　6cou16　et　tenue

dans　rann6e　au　cours　de　laquelle　exp至re　le　mandat　dudit　membre　du

conseil　de　surveiIlance．

　〔解　説〕

　　法第134条および令第101条は，旧型株式会社の取締役の選任，その任期，解

任，終任等に関する規定と同趣旨の規定であるから，解説の重複は避ける（法90条

および令77条の解説参照）。

　　監事会構成員が創立総会で選任された場合には，各構成員が就任を受諾したこ

とを議事録で確認しておく必要があるが（法79条2項），通常総会で選任された場

合は，必ずしもその必要はなく，総会後に本人から受諾の書面を提出するか，それ

もしないとぎは，会議に出頭することによって暗黙に承諾したものとみてよい

（Mercadal　et　aL，p。447et　p。367）。

　　解任の場合，あらかじめ議題に掲げておく必要はないが（法160条3項），株

主から提出された白紙委任状を悪用して解任の議決をしたときは，刑事責任を負う

ことになる（法437条4号，Vu量11ermet，P・419etp。491）。

　　選任および解任は，これを公示することを要し，公示がないとぎは，これを以

て第三者に対抗することができない（商登令43条）。再任の場合は公示することを

要しない（Mercadaleta1，，p。371）。構成員の顔ぶれに変更がないとぎには，公

示の要なしとするのが原則だからである（令287条，商登令33条および58条）。

　　公示方法は，（1）本店所在地の法定公告掲載紙において，当該構成員の氏名およ

び住所を公示し（令285条3項10号），かつ，（2）総会終了の日から1ヵ月内に，議

事録の写し2通を添えて，当該構成員の氏名および住所を商業登記簿に登記すべき

ことを，本店の管轄商事裁判所書記局に申請することによって行なう（商登令11条

2項8号，33条1項）。
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法第135条〔法人監事とその常任代表者〕

　①法人は監事会の構成員に選任されることができる。法人が選任され

たとぎは，その常任代表者を指名しなければならない。常任代表者は，

個人として監事会構成員である場合と同じ条件および義務にしたがい，

同一の民事責任および刑事責任を負う。ただし，この者は，その代表す

る法人と連帯して責任を負うものとする。

　②法人が常任代表者を解任するときは，同時にその補充をしなければ

ならない。

　Loi　Art。135．一Une　personne　morale　peut　etre　nomm6e　au

conseil　de　surveillance．　Lors　de　s3nominatio鍛，elle　est　tenue　de

d6sigller　m　repr6sentαnt　permanent　qui　est　soumis　auX　me皿es

conditions　et　obligat三〇ns　et　qui　encourt　les　memes　responsabilit6s

civi1e　et　p6nale　que　s，i16tait　membre　du　consei五en　son　nom

propre，sans　pr6Ju（1ice　de　la　responsabilit6soli（i＆ire　de　la　personne

moralequ’ilrepr6sente．

　Lorsque　la　personne　morale　r6voque　son　repr6sentant，e11e　est

tenue　de　pourvoir　en　meme　temps　a　son　remplacement．

令第102条〔常任代表者の任期〕

　①監事会の構成員に選任された法人の常任代表者の任期は，当該法人の監事会

構成員としての任期にしたがう。法人の任期が更新されたときは，そのつど，常

任代表者の任期を確認しなければならない。

　②法人が常任代表者を解任したときは，遅滞なく法人監事として在職する相手

会社に対して，書留郵便で解任の旨および新常任代表者の氏名住所等を通知しな

ければならない。常任代表者が死亡したときまたは辞任したときも同様とする。

D6c．Art．102．一Le　mandat　de　repr6sentant　permanent　design6par　une
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persome　morale　nomm6e　au　conseil　de　surveillance　lui　est　do皿6pour　la

dur6e　du　mandat　de　cette　demiさre．11doit　etre　co面rm610rs　de　chaque

renouvellement　du　mandat　de　la　personne　morale　membre　du　conseil　de

surveillance．

　Si　la　personne　morale　r6voque　le　mandat　de　son　repr6se往tant　permanent，

elle　est　tenue　de　noti丘er　sans　d61aiゑ1a　soci6t6，par　lettre　recommand6e，

cette　r6vocation　ainsi　que1’ident圭t6de　son　nouveau　repr6sentant　perma－

nent．11en　est　de　meme　en　cas　de　d6cらs　ou　de　d6mission　du　repr6sentant

permanent．

令第103条〔常任代表者の公示〕

　常任代表者の指名および終任については，常任代表者が個人として監事会構成

員である場合と同じ方法でこれを公示しなければならない。

　D6c．Ar仁103．一La　d6s量gnation　du　repr6sentant　perma鍛ent　ainsi　que　la

cessation　de　son　mandat　sont　soumises　aux　memes　formalit6s　de　publicit6

que　s’i16tait　membre　du　conseil　de　surveillance　en　son　nom　propre。

　〔解　説〕

　　旧型株式会社の法人取締役に関する規定が，新型株式会社では，監事会構成員

にそのまま当てはめられている。董事会の構成員は自然人に限られている点が旧型

取締役会との相違点である（法120条3項）。法第135条は法第91条に，令第102

条は令第78条に，令第103条は令第79条に，それぞれ相対応する条文であり，内容

も全く同じであるから，解説は省略するが，法人取締役制と異る点は，

　　（1）監事会が設けられている当該会社の使用人は，監事会の構成員とはなりえ

ない（Mercadal　et　a1．，p．446），

　　（2）監事会の議長および副議長は，自然人でなけれぼならぬから（法138条2

項），この2つのポストは法人構成員からは除外される，以上の2点である。
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法第136．条〔監事会構成員の職の兼併制限〕

　①自然人は，フランス本土に本店を有する株式会社において，同時に

8つを超える監事会に所属することができない。

　②（1969年1月6日法律第69－12号により改正）《自然人が新たな委任

を受諾した場合に前項の規定に違反するに至ったときは，選任後3ヵ月

内にいずれか一方を辞任しなければならない。この期間を経過したとき

は，この者は新たな委任を辞したものとみなされ，受取った報酬はこれ

を返還しなければならない。ただし，この者が加わつた決議の効力はこ

れを争うことができない。》

　③第1項の規定は，法人である監事会構成員の常任代表者またはつぎ

に掲げる会社の監事会構成員には適用しないこ

　一法令の規定により，就任してもいかなる報酬をも受取ってはなら

ないとされている会社

　一研究または調査を目的とする会社で営業の段階に達していない会

社

　一（1969年1月6日法律第69－12号により追加）《第3項の規定にも

とづぎ，利害関係を有する監事会構成員が委任を受ける会社の数が5社

を超えない範囲内において，当該監事会構成員がすでに取締役または監

事会構成員となっている他の会社によって資本の5分の1以上を保有さ

れている会社》

　一地域開発会社

　④商号の主要部分を同じくする各種の保険会社の監事会構成員の受任

者たる地位は，これを1つの委任として計算する。

　Loi　Art．136．一Une　persome　physique　ne　peut　appartenir　simu・

1tan6ment議plus　de　huit　conseils　de　surveillance　de　soci6t6s

anonymes　ayant　leur　siさge　social　en　France　m6tropolitaine。
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~~~ 136 ~s 

(L. n' 69-12 du 6 janv. 1969.) <<Toute personne physique qui, 

lorsqu'elle acc~de ~ un nouveau mandat, se trouve en infraction 

avec les dispositions de 1'alin6a qui pr6c~de, doit, dans les trois 

mois de sa nomination, se d6mettre de 1'un de ses mandats. A 

l'expiration de ce d6lai, elle est r6put6e s'~tre d6mise de son 

nouveau mandat et doit restituer les r6mun6rations per~ues, sans 

que soit, de ce fait, remise en caus'..' Ia validit6 des d6lib6rations 

auxquelles elle a pris part.>> 

Les dispositions de 1'alin6a 1** ci-dessus ne sont pas applicables 

aux repr6sentants permanents des personnes morales, ni aux 

membres du conseil de surveillance : 

- dont le mandat, en vertu de dispositions 16gislatives ou 

r~glementaires, est exclusif de_ toute r6mun6ration ; 

des socr6t6s d'6tudes ou de recherches tant qu'elles ne sont 

pas parvenues au stade de 1'exploitation ; 

- (L. no 69_12 du 6 janv. 1969.) <<des soci6t6s dont le capital 

est d6tenu ~ concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre 

soci,e't6 dont ils sont dej~ administrateurs ou membres du conseil 

de surveillance, dans la mesure oh le nombre des mandats d6tenus 

par les int6ress6s au titre des pr6sentes dispositions n'exc~de pas 

cinq>> ; 

- des soci6t6s de d6veloppement r6gional. 

Les mandats de membres du conseil de surveillance des diverses 

soci6t6s d'assurance ayant la m~me d6nomination sociale ne 

comptent que pour un seul mandat. 

A~ ~~** I 04 ~~~t~ C~f~:'~~~~t*-i~-~j~---･ ~~~: ~ ~l ~~~~~*io~~~:~~i~,~i~~.o~~{~3~l] ~~] 

~~ ~ ~~ ~ I~;~A*~~~"*-Ov･~~~. ~,~)A*~~~~~-~f~~~(~~~~~vc)~ . f*-~~~~~'-'-･"'-'+~::~~i~~~ 

~~~~Uf*-~~:~,~;~~A*c)~~<~"*~~~c~>~~ ~ . ;~,~)~~~A*~~:~~:~-*.~~~~~:~~:~~~. 
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　D6c．Art．104．一La　limitatio且du　cumul　de　siさges　de　membre　du　conseil

de　surveilla益ce，pr6vue　par　rarticle136de　la　loi　sur　les　sod6t6s　comme・

rciales，　ゴest　apPlicab王e　au　membre　du　conseil　de　surveillance　d’une

soci6t6　d’6tudes　ou　de　recherches　qu’き　1’issue　de　1’assemb16e　g6n6rale

ordinaireaya且tstatu6s蕊rlescomptesderexerciceaucoursduqueUa
soc三6t6est　parvenue　au　stade　de1’exploitation．

　〔解　説〕

　　旧型株式会社の取締役の兼任制限に関する規定（法92条，令80条）とほとんど

同じ競定ボ，新型株式会社の監事会構成員の兼任制限についても設けられている。

解説の重複をさけるため，とくに指摘する点のほかは，法第92条の解説を参照され

たい。

　　　1．監事会構成員の兼任制限も自然人だけに関するものであるから，法人が

監事会構成員になる場合（法135条1項）には兼任の制限はなく，したがって，常

任代表者にも兼任制限は存しない（法136条3項前段）。旧型株式会社の取締役の

兼任制限に関しては，1970年1月1目以後，フランス本土に本店を有する会社の海

外会社（exploitation　hors　de　France）も8社の計算に組入れられているけれども

（法493条1項），新型株式会社の監事会構成員に関しては，そのような定めは存

しない。

　　　2．　8社の計算に関しては，旧型会社の取締役と新型会社の監事会構成員と

は同等（6quivalent）に扱われるから（法151条1項），旧型の2つの株式会社の

取締役を兼任している者は，新型の株式会社の監事会構成員は6社まで兼任しうる

ことになる。法第151条第1項に新型株式会社の董事会構成員は含まれていないか

ら，新型株式会社8社の監事会構成員を兼任している者でも，それ以外の新型株式

会社2社の董事会構成員を兼任することができる（法127条1項）。ただし，この

点については，不可解な立法だとする意見がある（H6mard　et　a1・，P・985）。

　　　3．無報酬の場合の制限解除は，法令の規定で無報酬と定められている場合

だけであって，契約によりまたは定款をもって無報酬とした場合を含まない。それ

を含むとするときは，形式上無報酬としながら，問接に報酬を支払い，兼併禁止
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（interdiction　des　cumuls）を潜脱し易いからである　（H6mard　et　a1．，P．735；

Mercadal　et　a1．，p。361）。

　　　4．研究調査目的の会社の監事会構成員を8社制限から除外したのは、未だ

営業の段階に至っていない場合に限るのであるが，その段階に達した時点を確定す

ることは容易でないから，多少兼任期間が伸長することがあっても，営業を姶めた

年度の通常総会終結のときとすること（令104条）が，対外的にもはっきりする。

　　　5．保険会社の場合，商号の主要部分を同じくする各種の保険会社とは，た

とえぽ，La　Nationale　Vie（ナショナル生命）とLa　Nationale　Incendie（ナシ

ョナル火災）のように，ナショナル・グループに属するものを指し，これを1社と

して計算するのである（Vui11ermet，p・350）。法人格は複数でも，企業グループと

してこれを1つの法人格と同視している点を注目する必要があろう。

法第137条〔構成員に欠員を生じた場合の処置〕

　①（1967年7月12日法律第67－559号により改正）《監事会構成員の1

人または数人の死亡または辞任により，構成員に欠員を生じた場合に

は，監事会は，次の総会までの間，仮りに構成員を選任することができ

る。》

　②監事会構成員の数が法定の最低員数に充たなくなったときは，董事

会は直ちに監事会の定員を補充するため，通常総会を招集しなければな

らない。

　③監事会の構成員の数が，法定の最低員数を下らないときでも，定款

で定めた最低員数に充たなくなった場合は，監事会は，欠員を生じた日

から3ヵ月以内に，定員を充たすため，仮りに構成員を選任する手続を

とらなけれをまならない。

　④監事会が本条第1項および第3項にもとづいて行なった選任につい

ては，次の通常総会において追認を受けなければならない。追認を得ら
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Loi Art. 137.-(L. no 67_559 du 12 juill. 1967.) <<En cas de vacance 

par d~c6s ou par d6mission d'un ou plusieurs si~ges de membre 

du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux as-

sembl6es g6n6rales, proc6der ~ des nominations ~ titre proviso-

ire.>> 

Lorsque le nombre des membres du conseil de_ surveillance est 

devenu inf6rieur au minimum 16gal, Ie directoire doit convoquer 

imm6diatement 1'assembl6e g6n6rale ordinaire en vue de compl6ter 

1'effectif du conseil de surveillance. 

Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est 

devenu inf6rieur au minimum statutaire, sans toutefois ~tre 

inf6rieur au minimum 16gal, Ie conseil de surveillance doit proc6-

der ~ des nominations ~ titre provisoire en vue de compl6ter son 

effectif dans le d6lai de trois mois ~ compter du jour oti se 

produit la vacance. 

Les nominations effectu6es par le conseil, en vertu des alin6as 

1*' et 3 ci-dessus, sont soumises ~ ratification de la prochaine 

assembl6e g6n6rale ordinaire. A d6faut de ratification, Ies d6lib6-

rations prises et les actes accomplis ant6rieurement par le conseil 

n'en demeurent pas moins valables. 

Lorsque le conseil n6,glige de proc6der aux nominations requises 

ou si 1'assembl6e n'est pas convoqu6e, tout int6ress6 peut deman-

der en justice la d6signation d'un mandataire charg6 de convoquer 
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1’assemb16e　g6n6rale，a1’e丘et　de　proc6der　aux　nominations　ou　de

ratiHer　les　nominations　pr6vues　a1’alin6a3．

令第105条〔総会招集のための受任者の選任手続〕

　会社法第137条第5項に定める受任者は，申立にもとづき商事裁判所長がこれ

を指名する。

　D6c．Art．105し一Le　mandataire　pr6vuき1’article137，alin6＆5，de　la　loi

sur　les　soci6t6s　commerciales　est　d6sign6par　le　pr6sidellt　du　tribunal　de

COmmerCe，StatUantSUrreqUete．

　〔解　説〕

　　旧型株式会社の取締役に空席を生じた場合の補充方法に関する規定（法94条，

令105条の解説参照）とほぼ同じ規定が，新型株式会社では．監事会構成員につい

て設けられている。旧型株式会社の取締役の員数が法定の最低員数にも充たなくな

った場合には，残留する2人または1人の取締役が通常総会を招集する責任がある

のに対して（法94条2項），新型株式会社の監事会構成員の数が法定の最低員数3

人（法129条1項）に充たなくなった場合には，残留構成員が総会を招集するので

はなくて，董事会が通常総会を招集しなければならない（法137条2項）。この点

がちがうだけであるから，その他のことは，重複をさけるため，解説を省く。

法第138条〔議長および副議長〕

　①監事会は，監事会を招集し議事を統率する任務を負う議長および副

議長各1人を，構成員の中から選出しなければならない。

　②監事会の議長および副議長は自然人であることを要し，これに反す

る選任は無効とする。議長および副議長は，監事会の構成員としての各

自の任期中その職務を行なうものとする。
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　Loi　Art．138．一：Le　conseil　de　surveillance61it　en　son　sein　un

pr6sident　et　un　vice－pr6sident　qui　sont　charg6s　de　convoquer　le

conseil　et（i’en　diriger　les　d6bats．

　A　peine　de　nullit6de　leur　nomination，1e　pr6sident　et　le　vice・

pr6sident　du　conseil　de　surveillance　sont　des　personnes　physiques．

11s　exercent　leurs　fonctions　pendant　la　dur6e　du　m＆ndat　du　conseil

de　sur▽eillance．

　〔解　説〕

　　　1．議長，副議長のほか，定款にあらかじめ規定しておく秘書（secr6taire）

を加えて，監事会事務局（bureau　du　consei1）を設けることができる（Mercadal

eta1，，p。451）。議長，副議長はともに自然人たることを要するから（法138条2

項），法人が監事会構成員になれるとはいえ（法135条1項），この2人だけは自然

人でなけれぽならない。原案は議長代理（supp16ant）となっていたけれども，上

院で副議長に改められた（Troumat，p．352）。

　　議長，副議長は構成員の互選（coopta亡ion）で選ばれ，その権限は，監事会の

招集と議事の統率であるが（法138条1項），そのほか，議長は，会社と董事会構

成員または監事会構成員との取引を監事会が認許したときには（法143条1項），

そのことを会計監査役に通知し，かつ，総会の承認を求めなけれぽならない（法145

条2項）。これは議長だけが有する権限であると解されるから（Mercadal　et　aL，

ibidウ，議長が欠けている場合は，まずこれを選任する必要がある。

　　　2．法第138条第2項後段は，議長．副議長は，監事会から委任された期間

その職務を行なう，という表現になっているけれども，監事会は自由に議長，副議

長の任期を定め得るものではなく，議長，副議長ともに構成員であり，その任期は

定款で定められているものであるから（法134条1項），構成員としての各自の任

期中その職務を行なうのであり，各自の任期は必ずしも同時に終了するものでもな

い（Vuillermet，p．426）。
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法第139条〔決議の要件〕

　①監事会はその構成員の過半数が出席したときに限り有効に審議する

ことカミできる。

　②決議は出席した構成員（1967年7月12日法律第67－559号により改正）

《または代理人》の過半数によって行なう，ただし，定款において多数決

の要件を加重している場合はこの限りではない。

　③定款に別段の規定がないかぎり，可否同数のときは議長の決すると

ころによるo

　：Loi　Art．139．一Le　conseil（ie　surveillance　ne　d61ibさre　valablement

que　si　la　moiti6au　moins　de　ses　membres　sont　pr6sents．

　Amoinsquelesstatutsnepr6voientunemaJorit6plusforte，
1es　d6cisions　sont　prisesゑ1a　majorit6des　membres　pr6sents（L．

nG67－559du12jui三1．1967）《ou　repr6sent6s》．

　Sauf（1isposition　contraire　des　statuts，la　voix　du　pr6si（1ent　（ie

s6ance　est　pr6pond6rante　en　cas　de　partage．

令第107条〔招集および議事規則，構成員による招集請求〕

　①会社は定款において監事会の招集および議事に関する規則を定めなければな

らない。

　②前項の規定にかかわらず，董事会構成員の1人または監事会構成員の3分の

1以上の者から，監事会の議長に対して，理由を付した招集の請求がなされた場

合には，監事会の議長は15目以内に監事会を招集しなければならない。

　③前項の請求に応じて招集がなされないときは．請求者は議事目程を示して自

から監事会を招集することができる。

　D6c．Art．107．一Les　statuts　de　la　soci6t6d6terminent　les　rさgles　relatives

註1a　convocation　et　aux　d61ib6rations　du　conseil　de　survei11ance．

　Toutefois，1e　pr6sident　du　conseil　de　surveillance　doit　convo（1uer　le
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conseil　a　une　date　qui　ne　peutδtre　post6rieure　a　quinze　jours，10rsqu7un

membre　au　moins　du　directoire　ou　Ie　tiers　au　moins　des　membres　du．

conseil　de　surve至11ance　lui　pr6sentent　une　demande　motiv6e　en　ce　sens。

　Si　la　demande　est　rest6e　sans　suite，ses　auteurs　peuvent　proc6der　eux－

memesき1a　convocation，en　indiquant　rordre　du∫our　de　la　s6ance。

令第m7－1条〔議決権の代理行使〕

　（1968年1月2日デクレ第68－25号により追加）①定款に別段の定めがある場

合を除き，監事会の構成員は，書面または電報によって，他の構成員に対して，

監事会に代理出席することを委任することができる。

　②監事会の構成員は，同一会日中は，前項にもとづいて受領した委任状の1通

にかぎりこれを使用することができる。

　③前2項の規定は，監事会の構成員である法人の常任代表者にもこれを適用す

る。

　D6c。Art。107」1．一（D6cL　n。68－25du2janv．1968。）Sauf　clause　conむraire：

des　statuts少un　membre　du　conseil　de　surveiUance　peut　donner，par　lettre

ou　par　t616grαmme，mandat議un　autre　membre　de　le　repr6senter　a　une

s6ance　du　consei1．

　Chaque　membre　du　conseil　de　surve量11ance　ne　peut　disposer，au　cours

d，une　meme　s6anceンque　d’une　seule　des　procurations　regues　par　apPlica－

tionderalin6apr6c6dent．

　Les　dispositions　des　alin6as　pr6c6dents　sont　apPlicables　au　repr6sentant

permanent　dンune　personne　morale　membre　du　consell　de　surveillance．

令第108条〔出席簿の備置〕

　監事会は出席簿を備え，出席した構成員はこれに署名しなければならない。

　D6c．A比108．一11est　tenu　un　registre　de　pr6sence　qui　est　sign6par　le＄

membres　du　conseil　de　serveillance　participantゑ1a　s6ance　du　consei1．
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令第109条〔議事録〕

　①監事会の議事は本店に備付けの特別の帳簿に記載した議事録によってこれを

証明しなければならない。この帳簿には，商事裁判所裁判員，第一審裁判所裁判

官，市町村長または助役が，通常の方式にしたがいかつ無料で，番号を付したう

え花押をしなければならない。

　②前項の規定にかかわらず，この議事録は通し番号を付したルーズリーフ式帳

簿に明記し，これに前項の条件にしたがって花押し，かつ花押した者の職印を押

すこともでぎる。一葉に記載がなされたときは，余白があっても，これを前葉に

接続して編綴しておかなければならない。この帳簿は紙葉を付加し，除去し，取

替えまたは差替えることが禁止される。

　D6c・Art．109．一Les　d61ib6rations　du　conseil　de　survei11ance　sont　consta－

t6es　par　des　procさs－verbaux　6tabiis　sur　un　registre　sp6c1al　tenu　au　s驚ge

social　et　cot6et　paraph6soit　par　un　juge　du　tribunal　de　commerce，soit

par　un　juge　du　tr量bunal　dラ歪nstance少soit　pade　ma量re　de　la　comm膿e　ou

un　adjoint　au　maire，dans　la　forme　ordinaire　et　sans　fra三s．

　Toutefois，玉es　procさs－verbaux　peuvent　etre　6tabHs　sur　des　feuilles

mobiles　num6rot6es　sans　（iisconti鍛uit6，　paraph6es　dans　les　conditions

pr6vuesゑ1’aHn6a　pr6c6dent　et　revδtues　du　sceau　de　rautorit6　qu三　1es　a

paraph6es．Dさs　quラune　feuille　a6t6remplie，meme　partiellement，elle

doit　etre　jointe　a　celles　pr6c6demment　utilis6es。Toute　addition，suppres．

sion，substitution　ou　interversion　de　feuilles　est　interdite．

令第1m条〔議事録の記載事項と署名者〕

　①議事録には，構成員中の出席者または届出があった欠席者もしくは無屈の欠

席者の氏名を記載しなけれぽならない。議事録には，法律の規定にもとづいて会

議に招集された者の出欠および会議の全部または一部に列席したその他の者の出

席状況をも記載しなければならない。

②議事録には，議長および少なくとも監事会構成員の1人が署名しなければな
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らない。議長に支障があるときは，少なくとも監事会構成員2人が署名しなけれ

ばならない。

　D6c．Art．110．一Le　proc酷verbal　de　la　s6ance　indique　le　nom　des

membres　du　conseil　de　surveillance　pr6sents，excus6s　ou　absents。11fait

6tat　de　la　pr6sence　ou　de　rabsence　des　personnes　convo（lu6es　き　1a

r6unio且（lu　conseil　en　vertu　d’une　disposition16gale，et　de　la　pr6sence　de

toute　autre　personne　ayant　assist6a　tout　ou　partie　de　la　r6union．

　Le　procさs噂verbal　est　rev6tu　de　Ia　signature　du　pr6sident　de　s6ance　et

d7au　mo童ns　un　membre　du　co益seil　de　surveillance．En　cas　d少emp6chement

du　pr6si（ient　de　s6ance，il　est　sign（≦par　deux　membres　du　co益seil　au

moins．

令第111条〔議事録の謄本または抄本〕

　①議事録の謄本または抄本の証明は，監事会の議長，副議長，董事会の構成員

または証明の権限をあたえられた使用人がこれを行なう。

　②会社の清算中は，前項の謄本または抄本の証明は清算人がこれを行なう。

　D6c．Art．111．一Les　copies　ou　extraits　de　procさs－verbaux　des　d61ib6ra。

tions　sont　valablement　certifi6s　par　Ie　pr6sident　du　conseil　de　surveillance，

1e　vice－pr6sident　de　ce　consei1，un　membre　du　directoire　ou　un　fond6de

pouvoir　habilit6a　cet　effet．

　Au　cours　de　la　liquidation　de　la　soci6t6，ces　copies　ou　extraits　sont

valablement　certi丘6s　par　un　seul　liqui（iateur。

令第112条〔謄本，抄本の証明力〕

　（1968年1月2目命令第68－25号により改正）在任中の監事会構成員の人数，

監事会への出欠状況または代理人による出席状況は，議事録の謄本または抄本の

提出によってこれを証明することができる。
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　D6c・Art・112・一（D6cL　n。68－25du21anv．1968．）11est　su缶samment

justifi6du　nombre　des　membres　du　conseil　de　surveillance　e且exercice，

ainsi　（lue　（ie　leur　pr6sence　ou　de　leur　repr6sentat圭on　a　une　s6ance　du

conseil，par　la　production　d’une　copie　ou　dラun　extrait　du　procさs－verba1．

　〔解　説〕

　　新型株式会社の監事会は旧型株式会社の取締役会に類似した組織，機能をもつ

会議体であるため，この両者に関する会社法および同施行令の規定には類似する点

が多いので，解説が重複するところは，取締役会に関する規定の解説を引用するに

止める。

　　　1．監事会の招集　　監事会の招集および議事に関する規則は定款で定めな

ければならない（令107条1項）。招集権者は監事会の議長，議長に差支あるとぎ

は副議長とするのが原則である（法138条1項，Vuillermet，P．427）。ただし，董

事会構成員から（1人でも可），または董事会構成員の3分の1以上の者から，理

由を付して招集の請求があった場合には，議長は2週間以内に監事会を招集するこ

とを要し（令107条2項），右期間内に議長による招集がないときは，請求者は議

事日程を示し自ら招集することができる（令同条3項）。なお，急を要する場合に

は，各監事会構成員または各株主は，裁判所に招集を申請しうるものと解されてい

る（Vuillermet，P．427et　p。386）。

　　招集回数は月例または隔月等定款で適宜に定めればよいわけであるが，年に少

くとも4回は招集する必要がある。それは董事会から提出される3ヵ月毎の報告書

を検討する必要があるからであり（法128条4項），場合によっては更に1回招集

を要することになる。それは，営業年度終了後3ヵ月以内に董事会から提出される

財務諸表を検討するためである（法同条5項，Mercadal　et　a1．，P．450）。

　　その他の点については法第100条，令第83条の解説を参照されたい。

　　　2．監事会の定足数と多数決　　定足数は構成員の過半数の出席を必要とし．

委任状による代理人は，この計算から除外される（法139条1項）。構成員自身が

出席して意見を陳べるようにさせるためである（Vuillemet，P．388）。これに対し
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て，決議要件としての過半数の計算には，委任による代理出席者の数も算入される

（法139条2項）。ただし定款で要件を加重し，代理出席者の算入を禁止すること

もできる（同上但書）。なお，可否同数の場合には，議長に採決権があるが（法同条

3項），定款でこれを否定しておくこともできる。

　　構成員以外の者で監事会に出席しうるのは，企業委員会の代表2人であるが，

これらの老には議決権は与えられていない。そのほか，監事会が招集して意見をぎ

くことができる者としては，会計監査役，董事会構成員，社長などがあるが，これ

らの者にも議決権はない（VuiIlermet，P・427）。

　　　3．　出席簿　　監事会には出席簿を備え，出席した構成員はこれに署名しな

けれぽならない（令108条）。出席簿とは各回の出席票（feuil1es　de　Pr6sence）を

編綴した帳簿（registre　des　pr6sences）をいう（Vui11ermet，p。388）。

　　　4．議決権の代理行使　　構成員は同じ監事会の他の構成員に委任して議決

権を代理行使させることができる（令107－1条）。旧型株式会社の取締役会にお

ける議決権代理行使に関する規定と全く同旨である（法100条，令83－1条の解説

参照）。

　　　5．議事録　　監事会を開催した場合には必ず本店備置の議事録に議事を記

載してこれを証明しなけれぽならない（令109条1項）。出席者の氏名はこれにも

記載されるから（令110条1項），出席簿との対照に役立つ。議事録の作成方式（令

109条，令110条）は，旧型株式会社の取締役会の議事録の場合と同じである（法

100条，令85条，86条の解説および法15条，令10条の解説参照）。

　　議事録が1冊のパインダー式帳簿として作成され通し番号が付されている場合

には，裁判官または市町村長等の署名および花押は適当な1ヵ所になされれぽ足り

るが，この帳簿は手書の場合に用いられるもので，タイプライターを使用する場合

は，ルーズリーフ式帳簿とせざるをえない，その場合には，各回の議事録毎に花押

と花押した者の職印（sceau，日本流にいえばメダルのような形の印）を末尾に押す

のである（令109条2項）。花押（paraphe）は，日本の場合と同じく，簡略化され

た署名で他人には判読しがたいものが多い，用法としては訂正，削除した箇所へ確

認用として用いられたり，帳簿の枚数や日付を公証するため，あるいは，日本の契
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印のような役目をさせるため（parapher　ne　varietur）ンこ使用される　（Grand

Larousseencyclop6dique｝こよる）。

　　議事録の署名老は，議長および監事会構成員の少くとも1人，議長に支障ある

ときは2人以上の構成員とする（令110条2項，令86条2項参照）。

　　議事録の謄本および抄本と証明力　　謄本，抄本が原本と相違ないことを証明

しうる者は，議長，副議長，董事会構成員または証明の権限を与えられている使用

人もしくは清算人とされている（令111条，令87条参照）。董事会の構成員を加え

たのは，実際上は議事録を保管していて，この種の証明業務をするに便宜だからで

あろう（法124条1項参照）。謄本および抄本の証明力については，旧型株式会社

の取締役の議事録のそれと同じ規定が設けられている（令112条，88条）。

法第1切条〔構成員に対する報酬・賞与〕

　①総会は，監事会の構成員に対して，その活動の報酬として，出席手

当として一定の年額の金員を支給する旨を定めることができる。その総

額はこれを営業経費に計上することができる。

　②定款により，監事会の構成員に対して，第352条に定める条件にし

たがって，賞与を支給する旨を定めることができる。

　：Loi　Art．140．一L’assemb16e　g6n6rale　peut　allouer　aux　membres

du　conseil　de　surveillance，en　r6mun6ration　de　leur　activit6，une

somme丘xe　annuelle　a　titre（ie　jetons　de　pr6sence．Le　montant　（1e

celle－ci　est　port6aux　charges　d’exploitation．

　Les　statuts　peuvent　pr6voir　que　des　tantiさmes　seront　allou6s　au

conseil（ie　surveillance，dans　les　conditions　pr6vues　a1’article352．

令第118条〔給与の配分および旅費等の償還〕

　①監事会は，出席手当および賞与の形式で監事会に割り当てられた金員の総額
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を，構成員の間で自由に配分することがでぎる，とりわけ，第115条第2項所定

の委員会に参加している構成員に対しては，他の構成員以上の配分をすることが

でぎる。

②監事会は，その構成員が会社のために負担した旅費，短期間の出張費および

その他の会社のために負担した諸出費の償還を承認することができる。

　D6c．Art118．一Le　conseil　de　surveillance　r6partit　librement　entre　ses

membres　les　sommes　globales　allou6esゑceux－ci　sous　forme　de　jetons　de

pr6sence　et　de　tantiさmes；il　peut　notamment　allouer　aux　membres　du

conseil　qui　font　partie　des　commissions　pr6vues　par1’article115，alin6a

2，une　part　sup6rieure　a　celle　des　autres。

　Le　conseil　de　surveillance　peut　autor圭ser　le　remboursement　des　frais　de

voyage　et　de　d6placement　et　des　d6penses　engag6es　par　ses　membres

dans　rint6ret　de　la　soci6t6．

　〔解　説〕

　　監事会構成員に対する報酬および賞与の支給，構成員間におけるその配分，旅

費，出張費その他の諸出費の会社負担に関する上記の規定は，旧型株式会社の取締

役に関する規定と全く同じであるから，解説を省略する（法140条，令118条の解

説参照）。なお，令第115条第2項の委員会については，法第128条の解説のとこ

ろを参照されたい。

法第141条〔特別報酬〕

　監事会は，その構成員に委嘱した任務または委任に対する特別の報酬

を支給することがでぎる。この場合，経費に計上されるこの報酬につい

ては，第143条ないし第147条の規定を適用する。
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　Loi　Art．141．一11peut　etre　allou6，par　le　conseil　de　surveillance，

des　r6mun6rations　exceptionnelles　pour　les　missions　ou　mandats

con丘6s　a　des　membres　de　ce　consei1；dans　ce　cas，ces　r6mun6ra－

tions，　port6es　aux　charges　（i7exploitation，　sont　soumises　aux

dispositions　d．es　articles143　a　147．

　〔解　説〕

　　本条は旧型株式会社の取締役に対する特別報酬の支給規定（法109条）と同趣

旨の規定である。特別報酬の支給を受ける者と会社との関係については．自己取引

に関する法第143条ないし第147条の規定が適用されるから，支給が決定した場合

には1ヵ月以内に会計監査役に通知し，総会の承認を求めなければならない，この

総会においては，受給者には議決権がない（法145条2項，4項，令116条）。

法第142条〔その他の報酬の禁止〕

　①監事会の構成員は，常任であると否とを問わず，第140条および第

141条に定めた報酬以外の報酬を会社から受領することができない。

　②前項に反する定款の条項は記載のないものとみなす，また前項に反

する決議はこれを無効とする。

　Loi　Art．142．一：Les　membres　d．u　conseil　de　surveillance　ne　peuvent

recevoir　de　la　soci6t6　aucune　r6mun6ration少permanente　ou　non，

autrequecellesvis6esauxarticles140et141．
　Toute　clause　statutaire　contraire　est　r6put6e　non6crite　et　toute

d6cision　contraire　est　nulle．

〔解　説〕

監事会構成員に支給されるのは出席手当（法140条1項）と賞与k同2項），
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そのほかには，特別報酬（法141条）があるだけである。賞与は董事会構成員のそ

れよりも少いのが当然であろう（Vuillermet，P．420）。監事会構成員に対してはこ

れ以外の報酬を会社から支給することは許されないから（法142条1項），使用人

として俸給を支給することもできない。以上の規定に反することを定款で定めたり，

総会で決議しても，すべて無効である（同2項）。

法第143条〔会社との取引と事前の認許〕

　①会社とその董事会または監事会の構成員との契約については，監事

会の事前の認許をうけなければならない。

　②前項に掲げた者が，間接に利害関係を有する契約または他人を介し

て会社と取引する契約についても前項と同様とする。

　③董事会または監事会の構成員が，他の企業の所有者，無限責任社員，

業務執行者，取締役，副社長または董事会もしくは監事会の構成員であ

る場合に，この企業と会社との契約についても事前の認許をうけなけれ

ぼ1ならない。

　Loi　Art．143．一Toute　convention　intervenant　entre　une　soci6t6

et1，m　des　membres　du　directoire　ou　du　conseil　de　surveillance

de　cette　soci6t6　（ioit　etre　soumise　a　1’autorisation　pr6alable　du

conseil　de　surveillance。

　11en　est　de　meme　des　co塾ventions　auxquelles　une　des　persomes

vis6es　a1’alin6a　pr6c6dent　est　indirectement　int6ress6e　ou　dans

les（luelles　elle　traite　avec　la　soci6t6par　personne　interpos6e．

　Sont6galement　soumises　a　autorisation　pr6alable，1es　conventions

intervenant　entre　une　soci6t6　et　une　entreprise，　si　1，un　　（ies

membres　du　directoire　ou　du　conseil　de　surveillance　de　la　soci6t6

est　propri6taire，associ6ind6加iment　responsable，g6rant，admini．
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strateur，d圭recteur　g6n6ral　ou　membre　du（iirectoire　ou　du　conseil

de　surveillance（ie　l’entreprise．

　〔解　説〕

　　旧型の株式会社においては，取締役会が業務執行を監督する機関であるから，

自己取引の認許権は取締役会にあるのに対して（法101条1項），新型の株式会社

においては，董事会が行なう業務執行を監督するのは監事会であるから，自己取引

の認許権は監事会が握っているのである（法143条1項）。旧型取締役会の機能は，

新型の董事会と監事会に分属しているわけであるから，いわゆる自己取引は．①会

社と董事会構成員との間の契約と，②会社と監事会構成員との問の契約との二つに

分けて規制されている。しかし，規制の方式は．両者共に法第101条と全く同じで

あるから，同条の解説を参照されたい。ただし，董事会構成員は自然人たることを

要するから（法120条3項），法人は監事会の構成員となりうるだけである（法135

条1項）。

　　丙社が甲社の監事会の構成員であると同時に乙社の監事会構成員をも兼任して

いる場合において，乙社が甲社と取引するには，事前に甲社の監事会の認許を受け

なければならない（法143条3項）。甲乙両社の丙社常任代表者が同一である場合

も同様である（法135条1項）。

法第144条〔事前の認許を必要としない契約〕

　第143条の規定は，日常の業務に関する契約で正規の条件にしたがっ

てなされるものについてはこれを適用しない。

　Loi　Art．144．一Les　dispositions　de　1’article　　143　　ne　　sont　pas

apl）1icables　aux　conventions　portant　sur　des　oP6rations　courantes

et　COnCIUeS　a　deS　COnditiOnS　nOrmaleS。
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　〔解　説〕

　　普通契約々款に従ってなされる契約等が本条の契約の典型的なものである。な

お，法第102条の解説参照。

法第145条〔認許の手続〕

　①董事会または監事会の構成員で利害関係を有する者は，第143条が

適用される契約があることを知ったときは，直ちにこれを監事会に通知

しなければならない。この者が監事会の構成員であるときは認許申請に

関する議決に加わることはできない。

　②監事会の議長は，認許した契約について会計監査役に通知し，かつ，

総会の承認を求めなければならない。

　③会計監査役は，これらの契約についての特別報告書を総会に提出す

ることを要し，総会はこれを承認するか否かの決定をしなければならな

いo

　④利害関係人は決議に加わることができず，その有する株式は定足数

および多数決の計算に算入しない。

　Loi　Art．145．一Le　membre　du　directoire　ou　du　conseil　de　surveil－

1ance　int6ress6est　tenu　d’informer　le　conseil　de　surveillance　dさs

qu’il　a　connaissance　d7une　convention　a　laquelle　1，article　143　est

apPlicable．　S7il　siさge　au　consei1（1e　surveillance，il　ne　peut　prendre

part　au　vote　sur1，autorisation　sollicit6e．

　Le　pr6sident　du　conseil　de　surveillance　dome　avis　a敏x　commis．

saires　aux　comptes（ie　toutes　les　conventions　autoris6es　et　soumet

celles－ci　a1’approbation　de1’assemb16e　g6n6rα1e．

　Les　commissaires　aux　comptes　pr6sentent，sur　ces　conventions，

un　rapport　sp6cial　a　rassembl6e，（lui　statue　sur　ce　rapport．
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　L’int6ress6ne　peut　pas　prendre　paτt　au　vote　et　ses　actions　ne

sont　pas　prises　en　compte　pour　le　calcu1　（1u　quorum　et　（1e　la

majorit6．

令第116条〔会計監査役に対する通知〕

　①監事会の議長は，会社法第143条にもとづいて認許された契約の締結のときか

ら1ヵ月以内に，この契約を認許した旨を会計監査役に通知しなければならない。

　②前営業年度中に締結され，かつ，認許をうけた契約の履行が現営業年度に継

続している場合には，現営業年度終了の日から1ヵ月以内にその状況を会計監査

役に通知しなけれぽならない。

　D6c．Art．116．一Le　pr6s圭dent　du　conseil　de　surveillance　avise　les

commissaires　aux　comptes　des　conventions3utoris6es　en　application　de

1’article143de　la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales，dans　Ie　d61ai　dシun

moisムcompter　de　la　conclusion　desdites　conventions．

　Lorsque　rex6cution　des　conventions　conclues　et　autoris（≦e§　au　cours

dナexercices　ant6rieurs　a6t6poursuivie　au　cours　du　dernier　exerc圭ce，　1es

commissaires　aux　comptes　sont　inform6s　de　cette　situation　dans　le　d61ai

d’un　mois　a　compter　de　la　c16ture　de1，exercice．

令第117条〔総会に提出する会計監査役の特別報告書の記載事項〕

　会社法第145条第3項に定める会計監査役の報告書にはつぎの事項を記載しな

ければならない：

　総会の承認を必要とする契約の挙示

　監事会または董事会の構成員で利害関係を有する者の氏名

　上記の契約の種類および目的

　上記の契約の主要な態様，とりわけ，価格または適用した料率の表示，合意の

あった割戻金または手数料，弁済の期限，利息，提供した担保その他契約を締

結することにいかなる利益があるかを株主が判断するのに役立つ一切の事項の
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表示

　引渡した品物，提供した役務の価値ならびに前条第2項に定められた契約の履

行のために現営業年度中に支払いもしくは受取った金額の合計

　D6c．Art．117．一Le　rapport　des　commiss＆ires　aux　comptes，pr6vu　a

1’article145，alin6a3，de　la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales，cont圭ent：

　1／6num6mtion　des　conventions　soum圭ses　a17approbation　de1’assemb16e

96n6rale；

　：Le　nom　des　membres　du　conseil　de　surveillance　ou　du　directoire

int6reSS6Sl

　La　nature　et　robjet　desdites　conventions；

　Les　modalit6s　essentieIles　de　ces　conventions，notamment1’ind至cation

des　prix　ou　tarifs　pratiqu6s，des　ristournes　et　commissions　consenties，des

d61ais　de　paiement　accord6s，des　int6rets　stipu16s，des　s負ret6s　conf6r6es

et，1e　c＆s6ch6ant，toutes　autres　indications　permettant　aux　actionnaires

dyapPr6cier　1’int6rδt　qui　sラattachait　a　la　conclusion　　des　conventions

analys6es；

　L’圭mportance　des　fourn至tures　Iivr6es　ou　des　prestations　de　service

foumies　ainsi　que　le　montant　des　sommes　vers6es　ou　regues段u　cours　de

I’exercice，enex6cutiondesconvent旦onsvis6esa1’article116，alin6a2．

　〔解　説〕

　　旧型株式会社の取締役会の認許手続と全く同趣旨である（法103条，令91条，

92条の解説参照）。

　　会社と取引をする構成員本人から，監事会に通知することを要し（法145条1

項），監事会の議長は，契約締結のときから1ヵ月以内に，認許したことを会計監

査役に通知し，かつ，総会の承認を求める手続を採らなければならない（法145条

2項，令116条）。会計監査役は，令第117条に列挙されている事項を記載した特

別報告書を作成して，これを総会に提出することを要し（法145条3項），総会は，

監事会の議長から求められている自己取引の承認と併わせて監査役から提出されて
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いる特別報告書の承認について審議する。総会がこれを承認しなかった場合でも，

自己取引は，第三者に対して効力を生ずるのが原則である（法146条）。

法第遍弱条〔総会の承認，不承認とその効果〕

　①総会が承認した契約も，総会が承認しなかった契約も第三者に対し

ては効力を生じる。ただし，契約が詐欺の理由で取消された場合はこの

かぎりではない。

　②詐欺がなかった場合でも，承認されなかった契約によって会社に損

害をあたえたとぎは，その損害について，監事会または董事会の構成員

でこれに関係したものはもとより，場合によっては董事会の他の構成員

も，責任を負わなければならない。

　Loi　Art．146．一Les　conventions　approuv6es　par1’assembl6e，com．

me　celles　qu’elle　d6s3PProuve，produisent　leurs　e鉦ets　a　r6gard

des　tiers，sauf　Iors（lu少elles　sont　annu16es　dans　le　cas　de　frau（ie．

　Meme　en1’absence　de　fraude，1es　co亘s6quences，pr6judiciables註

1a　soci6t6，des　conventions（i6sapProuv6es　peuvent　etre　mises　a　la

charge　du　membre　du　conseil　de　surveillance　ou　du　membre　du

directoire　int6ress6et，6ventuellement，des　autres　membres　du

directoire．

　〔解　説〕

　　旧型株式会社の取締役会の認許に関連する規定と全く同じ趣旨の規定である

（法104条の解説参照）。総会の承認が得られなかった場合でも，監事会が認許し

た自己取引は有効とされているけれども，承認を得られなかったという事実は，監

事会に対する重大な警告としての意味をもっている。

　　本条第2項後段に，場合によっては董事会の他の構成員も責任を負うと規定さ
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れているにもかかわらず，監事会の構成員が除外されているのは，監事会の構成員

は業務執行（9estion）について責任を問われないからである（法250条1項）。ま

た，当該自己取引の関係老でない董事会構成員が，場合によっては責任を負わねぽ

ならないものとされているのは，董事会が合議体（org3ne　co116gial）であり，自

己取引をする場合の合議に際して，反対しなかった者は連帯責任を負わねばならな

いのである（Vui11ermet，P・421，P・439etP・406，法249条1項，244条参照）。

法第147条〔監事会の認許を欠く自己取引の効力〕

　①第143条に定める契約で監事会の事前の認許を得ないで締結された

ものにより，会社に損害をあたえたときは，これに関係した者の責任を

生じるほか，この契約を取消すことができる。

　②前項の取消権は契約の日から3年経過したときは時効によって消滅

する。ただし，契約が秘匿されていた場合は，明らかになった日から時

効期間を計算する。

　③承認の手続がとられなかった事情を開示する会計監査役の特別報告

書にもとずいて総会が承認の議決をしたときは，取消原因は治癒される。

この場合には第145条第4項の規定を適用する。

　Loi　Art．147．一Sans　pr6judice　de　la　responsabilit6（ie1’int6ress6，

1es　conventions　vis6es　a　rarticle143et　conclues　sans　autorisation

pr6alable　du　conseil　de　surveillance　peuvent6tre　annu16es　si　elles

ont　eu　des　cons6quences　dommageables　pour13soci6t6．

　：L’action　en　mllit6se　prescrit　par　trois　ans　a　compter　de　la

date　de　la　convention．Toutefois，si　la　convention＆6t6dissimu16e，

1e　point　de（i6part　du　d61ai　de　prescription　est　report6　au　Jour　o貢

elle　a6t6r6v616e．

　La　nullit6peut　etre　couverte　par　un　vote　de1’assemb16e　g6n6rale
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intervenant　sur　rapPort　sp6cial　des　commissaires　aux　comptes

exposant　les　circonstances　en　　raison　　desquelles　la　proc6dure

d’autorisation　n，a　pas　6t6　suivie．　　1／article　145，　alin6a　4，　est

applicable．

　〔解　説〕

　　本条は旧型株式会社の場合の法第105条と全く同じ趣旨の規定である。取消権

の行使は訴によることを要し，会社または株主が原告適格を有する。本条第3項の

特別報告書には，認許の手続をとらなかった事情を開示すれぽ足り，その事情が正

当な免責事由（excusevalable）に該当するか否かにふれる必要はない。また，事

前に監事会の認許をえなかった以上，たとえ，後になってその追認をえた場合でも，

会計監査役は本条の特別報告書を総会に提出しなけれぽならない　（Vumermet，

p．373）。総会において，利害関係人は議決権を行使することができない（本条3項

末段）。その他の事項については，法第105条の解説にゆずる。

法第148条〔董事会または監事会の法人でない構成員に対する金銭の貸

　付等〕

　①董事会および監事会の各構成員は，法人構成員を除き，いかなる形

式によるときも，会社から金銭を借受け，交互計算その他によって他か

ら信用の供与をうけるについて会社に同意させ，または第三者に対する

自已の債務について会社に保証もしくは手形保証をさせることを禁じら

れる。これに違反する契約は無効とする。

　②前項の規定にかかわらず，会社が銀行その他の金融業を営むもので

ある場合に通常の条件に従って行なわれる営業に関する日常の取引につ

いては，前項の禁止規定を適用しない。

　③第1項の禁止規定は，法人である監事会構成員の常任代表者にも適
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用する。本条に掲げる者の配偶者，直系尊属および直系卑属ならびにす

べての介在者に対しても同様である。

　：Loi　Art．148．一A　peine　de　nullit6du　contrat，il　est　interdit　aux

membres　du　directoire　et　aux　membres　du　conseil　de　surveillance

autres　que　les　persomes　morales，de　contracter，sous　quelque

forme　que　ce　soit，des　emprmts　auprさs　de　la　soci6t6タde　se　faire

consentir　par　e1玉e　un　d6couvert，en　compte　courant　ou　autrement，

ainsi　que　de　faire　cautionner　ou　avaliser　par　elle　leurs　engage－

ments　envers　les　tiers．

　Toutefois，si　la　soci6t6exploite　m6tablissement　bancaire　ou

financier，　cette　inter（iiction　ne　s’apPli（1ue　pas　aux　oP6rations

courantes　de　ce　commerce　conclues　a　des　conditions　normales．

　La　m6me　interdiction　s，apPlique　aux　repr6sentants　permanents

des　personnes　morales　membres　du　conseil　de　surveillance．Elle

s，apPlique6galement　aux　conjoint，ascendants　et　descendants　des

personnes　vis6es　au　pr6sent　article，　ainsi　qu，a　toute　personne

interpos6e．

　〔解　説〕

　　本条は旧型株式会社に関する法第106条と全く同趣旨の規定である。本条第1

項のなかで，交互計算その他によって他から信用の供与をうけるについて会社に同

意させ一・…とある部分は多少説明を要する。フランスにおいては，交互計算は，実

際上は銀行との間においてのみ行なわれるが，交互計算契約は不要式の合意による

契約（contrat　consensue1）であり，相互的な信用開始契約であり，計算を閉鎮する

までの期間は個別的に債権の取立をしないことを内容としている。したがって，董

事会または監事会の構成員が，銀行から現金を借りたり，銀行を支払人とする手形

や小切手を振出して資金を取得した場合，計算閉鎮までは弁済を猶予されたも同然

であるが，この債務と銀行に対する会社の債権とが交互計算に組入れられるとぎは，
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計算閉鎖のとき会社が残額支払の義務を負うこともありうるわけであって・そうな

ると，董事会または監事会の構成員に会社から金銭を貸付けたのと同じことになる

から，これを禁止するのである。本条が禁止しているのは，このように，会社が貸

主の役目（r61e　d’un　preteur）をすることであり，銀行とこれらの構成員との交互

計算において，銀行が貸主になることまでも禁止しているのではないことを注意す

る必要がある（H6mard　et　alりP．8863Ripert　par　Riblot，t．1，P。10101M．

Vasseur　et　X。Marin，：Les　comptes　en　banque，t．1，1966，p．384）。

　　そのほかの点については，法第106条の解説を参照されたい。

法第149条〔秘密保持の義務〕

　董事会および監事会の構成員ならびにこれらの機関の会議に出席を求

められた者は，秘密性を帯びる情報および議長が秘密事項として提供し

た情報について，秘密をまもる義務を負う。

　Loi　Art．149．一Les　membres　du　directoire　et　du　conseil　de

surveillance，　ainsi　（1ue　toute　personne　apPe16e　a　assister　aux

r6unions　de　ces　organesナsont　tenus　a　la　discr6tion　a　1’6gard　des

informa』tions　pr6sentan，t　un　　caractさre　　con丘（1entiel　et　donn6es

comme　telles　par　le　pr6sident．

　〔解　説〕

　　旧型株式会社の取締役会に関する秘密保持の義務については，法第100条第4

項に本条と同趣旨の規定がある。同条および本条の秘密（discr6tion）は，職業上

の秘密（secret　professionne1）のような刑事制裁を伴なうものではないけれども

（Trouillat，p．359），経営政策上内密にしておく必要のある事項（i簸formations　de

caractさre　con丘dentie1）ぴこ関しては，口外を慎しむべき義務あるものとしたので

ある。本条の秘密には性質上秘密とされるものと，会議の議長カミ指定した秘密との
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二つがあるが，前者は製造工程（proc6d6s　de　fabrication）に関する事項などを指

すものと1おも：われる（H6mard　et　a1．，t．1，P．798）。

　　董事会または監事会に出席することを求められる者は，企業委員会の代表2人

（1945年2月22目オルドナンス3条9項），会計監査役（法231条，令192条2項），

公証人などである。董事会は3月に1回監事会に報告書を提出しなけれぽならない

が（法128条4項），これに関連して董事会構成員が監事会に出席を求められるこ

ともありうる（H6mard，ibid。，995）。

　　本条に違反した者は，損害賠償義務を負うが，実際問題としては，なにが本条

の秘密事項に該当するかを認定する上で困難な問題があるようにおもわれる。

法第150条〔更生整理または清算整理等の場合における法令の適用〕

　（1967年7月13日法律第67－563号により改正）会社の更生整理また

は清算整理の場合においては，更生整理，清算整理，個人破産および破

産犯罪に関する法令の定める禁止および失権の規定を，同法令で定める

者に対して，かつ，その定める条件にしたがって適用する。

　Loi　Art．150．一（L　no67－563du13juiH．1967．）En　cas　de　rさgle－

ment　judiciaire　ou　de　liquidation　des　biens　de　la　soci6t6，　1es

interdictions　et　d6ch6＆nces　pr6vues　par　la　16gislation　sur　Ie

rさglement　judiciaire，1＆1iqui（iation（玉es　biens，1＆faillite　perso葺nelle

et　les　banqueroutes，sont　apPlicables　aux　Personnes　vis6es　et　dans

les　con（iitions　pr6vues　par　Iadite16gislation．

　〔解　説〕

　　本条は旧型株式会社に関する法第114条および有限会社に関する法第54条と同

趣旨の規定であるから，それらの条文の解説を参照されたいのであるが，新型株式

会社に関連して若干の事項を付加しておく。
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　　改正前の法第150条は，r会社破産または裁判上の整理の場合には，董事会の

構成員は商法典第471条および第472条で定められた禁止および失権の規定の適用

をうけるものとする。ただし，董事会構成員においては会社の破産または裁判上の

整理が，経営指揮の際の重大な過失に帰すべからざることを立証したとぎは，商事

裁判所は，禁止および失権の規定の適用を免除することができる。」という条文で

あった。それが1967年7月13日の新破産法すなわち《更生整理，清算整理，個人破

産および破産犯罪に関する》法律（全文164ヵ条）によって，本条のように改正さ

れたのである。更生整理は新破産法による再建型の整理であり，清算整理は清算型

のそれである。

　　新破産法所定の禁止条項を同法所定の者に適用するということは，会社が更生

整理または清算整理に入った場合に，会社の経営首脳者に対して会社法第249条第

2項に基づき会社の債務につき弁済の責任ありとされたにもかかわらず，その責を

果さないときは．これらの者に対して，裁判所が個人破産またはすべての商的企業

もしくは特定の法人の経営首脳者となることを禁止することをいう（新破産法109

条）。経営首脳者（dirigeants）とは，社長，副社長，取締役，董事会構成員，業務

執行者を指し，監事会の構成員を含まない（Mercadal　et　aL，P・963）。この禁止

条項を適用したために，業務執行機関が機能しなくなった商的企業もしくは特定法

人は，新たに取締役，董事会構成員などを選任する必要がある。

　　新破産法による失権条項を適用するということは，同法第109条に基き．裁判

所から個人破産を宣告された経営首脳者は，同法第105条により，旧破産法で定め

られていたのと同じ失権の不利益をうけることを指す（会社法第54条の解説の3項

参照）。

655



第151条

第3款　共　通　規　定

Sous－section　III．一Dispositions　commmes．

法第151条〔旧型会社の役員と新型会社の役員との兼任制限〕

　①第92条および第136条に定める自然人が同時に．就任しうる取締役の

地位または監事会構成員の地位を8つに制限する規定は，取締役の地位

と監事会構成員の地位との兼任についても，これを適用する。

　②第111条および第127条に定める自然人が同時に就任しうる社長ま

たは董事会構成員もしくは単独董事の地位を2つに制限する規定は，社

長，董事会構成員，単独董事の地位の兼任についても，これを適用する。

　Loi　Art．151．一La　limitation　a　huit　du　nombre　de　siさges　d’admi－

nistr＆teur　ou　de　membre　du　conseil　de　surveillance　qui　peuvent

etre　occup6s　simultan6ment　par　une　m6me　personne　physique，en

vertu　des　articles92et136，est　applicable　au　cumul　de　siさges

d’administrateur　et　de　membre　du　conseil　de　surveillance．

　La　limitation　き　deux　du　nombre　de　siさges　de　pr6sident　du

conseil　d’administration　ou　de　membre　du　directoire　ou　de

directeur　g6n6ral　unique，qui　peuventδtre　occup6s　simultan6ment

par　une　meme　persome　physique，en　vertu　des　articles111et127，

est　apPlicable　au　cumul　de　siさges　de　pr6sident　du　conseil　d’admi－

nistration，（ie　membre　du　directoire　et　de　directeur　g6n6ral　unique．
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　〔解　説〕

　　本条第1項は旧型株式会社の取締役と新型株式会社の董事会構成員との兼任，

第2項は旧型株式会社の社長と新型株式会社の董事会構成員（または単独董事）と

の兼任について，法第92条，第111条，第127条，第136条を準用することを定め

たものである。共通規定という見出しになっているのは，兼任の限度を新旧両型を

通じて計算するからである。

　　　1。　旧型株式会社の取締役と新型株式会社の監事会構成員との兼任　　自然

人はフランス本土に本店を有する会社（以下同じ）の取締役（旧型）は8社を限度

として兼任が可能であり（法92条1項），監事会構成員（新型）も同じく8社が限

度である（法136条1項）。この制限を新旧に共通に適用するのが本条第1項であ

るから，たとえば，5社の取締役（旧型）は，3社の監事会構成員（新型）を兼任

するのが限度になる。

　　　2．　旧型株式会社の社長と新型株式会社の董事会構成員（または単独董事）

との兼任　　自然人は社長（旧型）を2社を限度として兼任が可能であり（法111

条1項），董事会構成員または単独董事（新型）も同じく2社兼任が限度である（法

127条1項）。この制限を新旧に共通に適用するのが本条第2項であるから，たと

えば，ある旧型株式会社の社長の地位にある者は，新型株式会社の董事会構成員を

1社しか兼任することができない。

　　　3．　問題点　　自然人は旧型株式会社の社長を2社兼任しうるが（法111条

1項），法第92条3項が準用されているから（法111条2項），社長2社のほか，報

酬をもらわない会社とか，研究開発を目的とする会社の取締役（旧型）を兼任する

ことが可能である。

　　これに対して，自然人は新型株式会社の董事会構成員（または単独董事）を2

社兼任しうるに止まり（法127条第1項），法第92条3項が準用されていないため，

研究開発を目的とする会社の取締役（旧型）を兼任することができないという不合

理（anomalie）を生じる（Vuillermet，P．440）。この不合理は，たとえば，ある者

が1つの新型会社の董事会構成員と旧型会社1社の社長とを兼任する場合にも生じ

る。ただし，そのほかの旧型会社の社長ではなく，単なる取締役を兼ねるのであれ
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ば，上記2社のほかに兼任が可能であるとする説もある

432）。

（Mercadal　et　a1．シp．

法第152条〔旧型会社と新型会社との合併と業務執行機関の構成員の数〕

　取締役会によって管理されている会社と，董事会および監事会を有す

る会社とが合併する場合には，取締役会または監事会の構成員の数は，

6ヵ月前から引続き合併当事会社に在職している取締役会構成員の数と

監事会構成員の数との合計に達するまでは12人を超えることができる。

ただし，24人を超えてはならない。第89条第2項および第3項，場合に

より第129条第2項の規定をこの場合にも適用する。

　：Loi　Art．152．一En　cas　de　fusion　d’me　soci6t6anonyme　adm三ni－

str6e　par　un　conseil　d’administration　et　d’une　soci6t6　3nonyme

comprenant　un　directoire　et　un　conseil　de　surve皿ance，Ie　nombre

des　membres　du　conseil　d’administration　ou　du　conseil　de　survei1・

1ance，selon　le　cas，pourra　d6passer　le　nombre　de　douze　jusqu’a

concurrence　du　nombre　total　des　membres　du　conseil　d’admini・

stration　et（1u　conseil　de　surveillance　en　fonction　depuis　plus　de

six　mois　dans　les　soci6t6s　fusionn6es，sans　pouvoir　d6passer　le

nombre（ie　vingt－quatre．　Les　dispositions　de1’article89，alin6as　2

et　3，　0u，　selon　Ie　cas，　celles　de　1’article　　129，　alin6a　2，　sont

aPPIicables．

　〔解　説〕

　　旧型会社の取締役の数は3人以上12人以内と定められて：おり（法89条1項），

旧型会社間の合併の場合には，12人を超えてもよいが，24人が限度である（同上）。

新型会社の監事会構成員の数も同様に3人以上12人以内（法129条1項），新型会
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　共　通　規　定

社間の合併の場合には，12人を超えてもよいが，24人が限度である（同）。

　　本条は新型会社と旧型会社とが合併して，合併後の会社が旧型の場合の取締役

の数を法第89条第1項と同じにし，合併後の会社が新型の場合の監事会構成員の数

を法第129条第1項と同じにした規定である。

　　合併後の会社が，旧型を採用した場合には，法第89条第2項第3項が準用され，

新型を採用した場合には，法第129条第2項が準用される（該当条項の解説参照）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《大野　實雄》
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